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1市の概要

(1)国分寺市の歩み

奈良時代の天平13年ひ41), 当時国府のあった現在の府中市から北方約2.2 km, 武蔵野台

地を背にした平原部(現在の西元町)に東西約0.9km, 南北約0.5kmにわたって国分僧寺

(金光明四天王護国之寺)の建立が開始された。完成した武蔵国分寺は, 諸国の国分寺に比

べて群を抜いたものであった。 .-

多摩地方は, 国府設置, 国分寺建 t

立により, 武蔵の政治.文教の中心 ・・・ 傷 ‘
として経済.交通.文化.産業など . . � �

あらゆる面で発達し, 画期的な繁栄 ...

時代を迎えることになった。また鎌 .
'・"・・" A :.-ハ

倉時代には鎌倉街道が設けられ, 恋 . ' ‘ 成̃...
ケ窒地城は宿場町としても大いに栄え �

た。

しかし偉容を誇った武蔵国分寺も元弘3年(1333)新田義貞が鎌倉に攻め上る途中の戦

火によって消失し, それとともに国分寺.恋ケ窒地城はしだいに農村集落に変化していった。

江戸時代の享保年間(1716～1735), 武蔵野新田開発が大規模に行われ, 内藤新田, 野中新

田などと新田名で呼ばれた大字名の地城は, すべてこの時代に開発されたものである。

明治維新後の変革は, 純農村として時代を歩んできた村民の生活環境に大きな影響を与え

た。

慶応4年じ86の国分寺村, 恋ケ窒村, 内藤新田, 戸倉新田, 本多新田の5村は品川県に,

梗戸新田, 野中新田六左右衛門組, 平兵衛新田, 中藤新田, 上谷保新田の5村は龍山県に属

することとなり, 明治5年(1872)には全村神奈川県の所管となり, 明治11年区制が廃止され

て郡が設けられると北多摩郡に属することになった。

明治22年, 市制.町村制施行により10村が合併し国分寺村が誕生した。同年には甲武鉄道

(現在の中央線)が新宿一立川間に開通し国分寺駅が現在地に開設されたことにより, 本町.

本多地域はしだいに開発されていった。

明治26年国分寺村は, 東京府に編入され, 翌27年, 国分寺東村山間に川越線(現在の西

武国分寺線)が開通し, さらに府中へは馬軍便が運行するようになった。こうして, めざま

しい交通機関の発達や東京市民の郊外流出などにより, 国分寺の人口も次第に増加してきた。

昭和15年, 町制が施行され国分寺町となり, 昭和18年, 東京府は東京都に改称された。

昭和39年, 市制施行により国分寺市となり, 平成3年には人口1〇万人を超え, 令和3年8

月1日現在, 約12万8千人の人口を有しており, 国分寺崖線や用水路など綠や水が豊かで,

史跡武蔵国分寺跡をはじめ歴史遣産の多い住宅都市を形成している。
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(2)市の位置 地勢

国分寺市は, 東京都のほぼ中央に位置し東は小金井市, 南は府中市, 国立市, 西は立川

市, 北は小平市に接している。
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(都内14番目)

北緯約35度42分

市制施行日

位置

面積

東西

南北

海抜最高約92m (西町五丁目・けやき台付近), 最低約55m (東元町一丁目・鞍尾根橋付

近)

地形

昭和39年11月3日

東経約139度28分.

11.46km2

約5.68km

約3.86km

市城の大部分を占める高台状の平坦地である武蔵野台地と, 急な崖(国分寺崖線)を

境に一段と低レ、立ゾII台地, およぴ高台を刻んで流れる野川上流の谷で構成されている。

国分寺崖線は, 太古, 立川台地の形成期に多摩川が武蔵野台地を侵食してできた侵食崖

で, 上流は武蔵村山市残堀付近から始まり, 市内西町五丁目(高さ約5 m), 光町一丁目

(高さ約11m), 西元町(高さ約12m)及び東元町一丁目と南町の境(高さ約16m)へ

と続き, さらに野川の東岸に沿って大田区丸子橋付近までのぴている。

地質海底時代, 陸北時代, 武蔵野台地形成時代, 立川台地形成時代を経て現在の地盤がで

き, 表土から下へ関東ローム層, 砂れき層, そして, 岩盤(連光寺互層)となっている。
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ひ)国分寺市における廃棄物処理の歴史と時代背景

年代

昭和20年代

28年

昭和30年代

31年

39年

昭和40年代

41年

46年

昭和50 ・60年代

50年

55年

59年

60年

時代背景と市の廃棄物対策

戦後, 都内から人口が大量に流入する �
リヤカー, 手押し車による各戸収集開始

燃料としていた木(まき)から発生した灰や生ごみは, たい肥の原料として自家
処理や引取りをされていた

処理能力日量7トンの焼却炉が完成

ポリバケツを設置し, 生ごみを回収する方式を採用

高度経済成長に伴い, ごみの量も急激に増加
「使い捨て時代」.「公害問題」という言葉が話題になる

焼却炉を処理能力日量40トンに改造

「もやせないごみ」回収の専用缶を設置

浄化槽の清掃作業費の住民負担に対して補助金交付を開始する

石油ショック以後, 「使い捨て」から「節約」「リサイタルj時代へ
生活様式の変化に伴い, 粗大ごみ収集を開始

ごみ処理問題解決のため「東京都三多摩地域廃棄物広城処分組合」(当時25市2
町, 人口 322万人で構成)が設立。最終処分場建設の検討開始
日の出町に最終処分場が開場

地域の自治会や団体で行われる資源回収に対する奨励金制度が開始
廃棄物の増加に伴い, 現在の国分寺市清掃センターが完成, 処理能力も日量140
トンとなる

平成3年

5年

6年

7年

10年

11年

12年

13年

14年

15年

使い捨て容器やペットポトルの急増により, もやせないごみが急増
容器包装類のごみ問題が発生
生ごみたい肥化容器のあっせんを開始

ごみ減量.リサイタルのため, 通常のごみとして回収してきた「新聞, 雑
誌, ダンポール, 牛乳パッタ, 布」「ピン, カン」を決められた資源回収日
に出す方法を市の西側地区(市全体の約レ2)で開始した
市と業者が共同開発した生ごみ処理機のあっせん開始
全市に「資源物収集」が拡大(7月24日)
事業系一般廃棄物の全面有料イヒ(7月1日)

下水道供用開始3年経過後の地区について, し尿汲み取り有料化(7月1日)
し尿中継槽をし尿処理施設に改造し, 下水道へ希釈放流を開始(11月)
チッバー機を購入し、せん定枝をたい肥として資源化を始めろ(11月)
ペットポトルの拠点収集を開始(3月)

「有害ごみの日」を新設し乾電池.スプレー缶を別収集とした(9月25日)
モデル地域(新町一.二丁目)における, 資源プラスチッタの分別収集開始(12
月)

「国分寺市ごみ処理施設ダイオキシン類削減対策ェ事」平成12年度分事業を施行
する

家電リサイタル法施行(4月1日)「テレピ・ェアコン・冷蔵庫.洗濯機」
資源プラスチッタの分別収集を市内全域で開始(1月)
国分寺市ごみ処理施設ダイオキシン類削減対策ェ事完了 ( 3月)
清化園衛生組合解散(3月)

pcリサイタル法施行(10月1日)「パーソナルコンピュータ」
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年代 時代背景と市の廃棄物対策

平成16年

17年

18年

19年

22年

23年

24年

25年

26年

27年

28年

29年

30年

もやせるごみ・資源物(紙・衣類)収集業務(一部)委託(3月)

粗大ごみ有料化開始(10月)

「東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合」を「東京たま広域資源循環組合」に名

称変更(4月)(平成24年1月1日現在, 25市1町, 人口約404万人, 世帯数約

182万世帯, 区域面積約727平方キロメー トル)

日の出町のニツ塚最終処分場において, ェコセメント施設の稼働開始(7月)

戸別収集開始(1月15日)

もやせるごみ・資源物(紙・衣類)収集業務の全面委託(1月)

高齢や障害等でごみ出しが困難な世帯を対象に, ふれあい訪問収集開始(1月)

新たに月量1001処理可能のチップ機を導入(9月)

給食残さのたい肥化を小学校10校に拡大(9月)

事業系ごみ持込手数料の改定(10月1日)

東日本大震災の発生(3月)に伴い, 清掃センターの節雷対策(3月)を実施。

焼却施設運転管理業務の全面委託(4月)

せん定枝の戸別収集を開始(4月)

焼却灰や排ガスの放射性物質濃度の測定を開始(7月)

給食残さのたい肥化を公設保育園(6施設)に拡大(4月)

陶磁器の拠点収集を清掃センター及びストックヤードで開始(8月)

小型家電.金物類の拠点収集を清掃センターで開始(10月)

陶磁器.金物類の拠点収集を公民館及び地域センターなどで開始(2月)

小型家電の拠点収集を公民館及び地城センターなどで開始(3月)

小型家電リサイクル法施行(4月1日)

収集品目及び収集頻度を見直し(4月)

粗大ごみ受付業務及び収集運搬業務の全面委ば(4月)

10世帯以上を対象とする生ごみの拠点収集によるたい肥化事業を開始(5月)

家庭系もやせるごみ.もやせないごみの有料化開始(6月1日)

し尿処理手数料の改定(6ガ1日)

「日野市国分寺市小金井市新可燃ごみ処理施設の整備及び運営に関する覚書」

の締結(1月16日)

日野市.国分寺市・小金井市の3市による可燃ごみ共同処理事業として新たな焼
却施設の建設等を準備する「新可燃ごみ処理施設建設準備室」を設立(2月1日)

情掃センターを拠点とした生ごみたい肥化事業(個人登録), ぬいぐるみ.かばん.
靴・ベルト・廃食用油の拠点収集を開始(3月)

ぬいぐるみ.かばん.靴.ベルト・廃食用油の公共施設での臨時拠点収集と「分
別よろず相談所」を開始(11月)

ごみ分別アプリの配信開始(3月)

資源物持ち去り行為禁止を条例に規定し施行(4月1日)

第二.第四小学校にて生ごみと廃食用油の拠点収集を開始(5月)

日野市’国分寺市*小金井市の3市による新可燃ごみ処理施段建設のための「浅

川清流環境組合」を設立(7月1日)

宅配によるパソコン回収を開始(7月1日)

雷氣式生ごみ処理機から出る乾燥生成物の戸別収集を開始(9月)

せん定枝の戸別収集の申込み受付及び収集運搬業務の委託化(4月)

し尿収集運搬業務の委託化(4月)

粗大ごみ受付業務で市ホームページからのインターネット申込みを開始

(5月1日)

せん定枝の資源化業務の委託化開始(4月)
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令和元年

2年

3年

本多公民館にて生ごみと廃食用油の拠点収集を開始(7月)

浅川情流環境組合新可燃ごみ処理施設の試行運転開始に伴い, もやせるごみの搬
入を開始(12月19日)

浅川情流環境組合可燃ごみ処理施設本格稼働(.4月)
事業系ごみ持込手数料の改定(4月1日)

ペットポトルの戸別収集開始(7月1日)

新型コロナウィルス感染症環境対策給付金を家庭ごみ収集運搬, 処理委託業務を
担う従事者に給付(7月)

せん定枝の戸別収集開始(4月1日)

6



2清掃行政の概要

.)事務分掌

部課 係

建 庶務係

環

境

設対

策

課

収集係

環

情掃施設係

境

令和4年3月31日現在

清掃施設担当

事務分掌

(1)情掃事業の計画及び整備に関すること。
(2)一般廃棄物処理業に関すること。
(3)廃棄物処理手数料に関すること。
(4)し尿浄化槽に関すること。
(5)希釈放流施設の維持管理に関すること。
(6)清掃意識の啓発及び指導に関すること。
け)課内の庶務に関すること。

(1)廃棄物の収集に関すること。

(2)収集車の管理及び運むに関すること。
ひ)清掃センターの収集関係施設の維持管理に関すること。
(4)動物の死体処理に関すること。 �
(5)不法投棄に関すること。

(6)ふれあい訪問収集に関すること。

(1)清掃センターの廃棄物処理施設の管理運営に関すること：
(2)廃棄物処理施設の安全管理に関すること。
(3)廃棄物の焼却等処理に関すること。
(4)東京たま広城資源循環組合に関すること。
(5)浅川清流環境組合に関すること。
(6)リサイタルセンターの建設に関すること。

(1)清掃施設の整備に関することt
(2)清掃施設の保全に関すること1

部 (1)廃棄物の滅量及び減容に関すること。
:'み減量椎進係(2)リサイタル事業に関すること。

(3)リサイタル関連設備の整備に関すること

7
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(2)職員構成

令和4年3月31日現在

建設環塊部(清掃関連)

1

環境対策課 情掃施設担当 ごみ減量椎進課

1 1 1

庶務係 収集係
情掃 清掃 ごみ滅量

施設係 施設担当 推進係

1 1 1 1 1

般職 8 4 1 1 2

技能

労務職
15

8

(再任用含む)

7

(再任用含む)

合計32名

※その他, 浅川清流環境組合(平成27年7月1日設立)4名派遣

ひ)収集車両等一覧

種類

箱 阜

(ダンプ車)

じん芥車

軽自動車

指導車

'> 3 �</� D ・̶ y- ̶

フオークリフト

使用用途

資源物(陶磁器他)収集

資源物(せん定枝他)等収集

不法投棄等バトロール

市民要望対広業務

ふれあい収集

清掃指導員による現場指導

資源物の分別作業

資源物の分別作業

令和4年3月31日現在

保有台数

3台

1台

5台

2台

3台

3台
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(4)廃棄物処理に関する経費

清掃費の推
年度

区分

清掃総務費

塵芥処理費

し尿処理費

清掃費合計

一般会計

(支出済額)

一般会許に占

める割合(%)

An (A)

世帯(戸)

清掃費の市民
一人あたりの額

清掃費の一世帯

あたりの額

29 �

402,532,788

2,439,645,250

38,586,585

2,880,76も623

� 30,

386,778,258

2,629,441,411

36,672,669

3,052,892,338

50,058,797,932 45,031,529,704

5.8

122,201

59,253

23,574

48,618

6.8

124,312

60,717

24.558

50,281

(決算

31

379,907,958

2

単位:円

3 �

319,414,537346,044,795

2,626,631,779 2,355,82も034 2,350,770,752

36,945,208 44,350,641 39,840,599

3,043,484,945 2,746,219,470 2,710,025,888

47,208,77も709 61,992,877,270 56,465,640,425

6.4

125,881

61.727

24.177

49,306 43,767 42,848

※世帯.人口は翌年4月1日現在

※平成29年度決算額に災害対策費946,080円を含む

※平成30年度決算額に災害対策費997,920円を含む

※平成31年度決算額に災害対策費837,760円を含む

令和3年度清掃費予算(当初)

(歳入) 単位：千円

塵芥処理手数料 388,011

し尿処理手数料

清掃手数料

ごみ・し尿に係る

手数料合計

一般会計

一般会計に占める

割合

4,921

240

393,172

52,196,132

0.8%

(歳出)

清掃総務費

塵芥処理費

し尿処理費

清掃費合計

一般会計

一般会計に占める

割合

単位：千円

350,427

2,363,761

40,337

2,754,525

52,196,132

5.3%
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令和3 (2021)年度一般廃棄物処理実施計画

1一般廃棄物の排出状況

(1)計画区域

国分寺市全域とする。

(2)計画期間

令和3 (2021)年4月1日から令和4 (2022)年3月31日まで

(3)一般廃棄物の排出量

一般廃棄物の種類

�.家庭系ごみ

みもやせるごみ

. もやせないごみ

資粗大ごみ

源有害ごみ

め資源物

綠、事業系ごみ

a 団回収

家庭系ごみ

もやせるごみ

もやせないごみ

粗大ごみ

有害ごみ

資源物

た事業系1日当たり

りごみ 1人1日当たり

団回収

焼却量

資源化量(処理後)

リサイタル率

最終処分量

し尿

浄化槽汚泥

動物の死体

1

入

1

日

当

令和2 (202の年度

実績値

26,955t

14,636t

1,866t

1,102t

46t

9,305t

2,306t

2.971t

5M.Ig/人-日

317.2g/人.日

40.4g/人・日

23.9g/人’日

l.og/人.日

201. 6g /人-日

6- 32 t /日

50.Gg /人-日

6も4g /人-日

18,742t

15,171t

47.1%

Ot

96kL

66kL

101体

令和3 (2021)年度

計画量(目標値)

2も727t

13,631t

l,621t

777t

40t

8,658t

2,263t

2,737t

553.8g/人.日

305.3g/人-日

36.3g/人-日

17.4g/人.日

0.9g/人・日

193.9g/人.日

6.201/日

50.7g/人・日

61.3g/人・日

17,707t

13,664t

46.0%

Ot

140kL

80kL

13ひ体

(年間)

合計

29.727t

220RL

※本実施訃画では, 令和2 (202の年度については, 令和2 (202の年10月1日現在の人口(126, 432

人)で, 令和3 (2021)年度計面量(目標値)については, 「国分寺市一般廃棄物処理基本計画」の目
標値で算出している。
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2一般廃棄物の処理主体及び処理方法

種類

もやせるごみ

もやせないごみ

粗大ごみ

有害ごみ

紙類

衣類・布類‘

収集・運搬主体

(1)家庭系ごみ

家庭系ごみは, 次の分別区分により減量.資源化を図るものとし, 排出にあたっては分別

区分を遵守し, 処理の適正化を椎進する。

中間処理 最終処分

処理主体 処理方法処理主体処理方法

焼却

資源化

・市(委託) 破砕, 焼却

.浅川清流環境組合資源化

.市(委ば) 破砕, 資源イヒ

.浅川清流環境組合リュース焼却

市(委託)

排出者

市(委託)

排出者

市(委託)

・排出者

市(委託)

■出者

市(委託)

排出者

市(委託)

排ほ者

市(委託)

排ほ者

市(委託)

排出者

市(委ば)

排ポ者

市(委託)

排出者

市(委託)

排出者

市(委託)

株出者

市(直営)

お敏者

市(直営)

排出者

・市(直営)

・妹出者

靴.かばん.ベル・市(直営)

卜.ぬいぐるみ.妹出者

浅川清流環境組合

ヒ'ン

カン

んツばレレ

資資源プラスチッタ

源

物 せん定枝

たい肥化生ごみ

陶磁器

小型家電

金物類

市(委託)

市(委託)

市(委託)

市(委託)

市(委託)

'市(委託)

'市(委託)

'市(委託)

'市(委祐)

・市(直営・委託)

・市(委託)

・市(委託)

・市(委託)

資源化

資源化

資源化

資源化

資源化

資源化

資源化

資源化

資源化

資源化

� �1-̶�,

資源化

資源化

資源化
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廃食用油

し尿

浄化槽汚泥

市(直営)

排ほ者

市(委託)

市(許可業者)

市(委託)

市(委託)

市(委託)

資源化

希釈

希釈

放流

放流

焼却

資源化

(2)事業系ごみ

事業系ごみは, 排出者自らの責任において適正に処理することを原則とする。排出者は減

量.資源化に努め, 1日の排出量10 kg以上の事業者については, 一般廃棄物収集運搬業許

可業者に収集運搬を委託する。ただし, もやせるごみについてのみ, 自ら■分寺市清掃セン

夕一に搬入することができる。

中間処理 最終処分

処理主体 処理方法処理主体処理方法

浅川清流環境組合

事業系一股廃棄物

処理施設

破砕

資源化

市(委託) 資源イヒ

市(委託) 資源化

市(委託) 資源化 一

市(委託) 資源化 -

市(委託) 資源化

市(委託) 希釈 一 放流

市(委託) 希釈 一 放流

種類

もやせるごみ

もやせないごみ

資

源

ご

み

有害ごみ

紙類

ヒ-ン�カン

んツぼレレ

資源プラスチック

し尿

浄化槽汚泥

収集.運搬主体

・市(委託)

・排出者

・市(許可業者)

・市(委託)

-市(委託)

・市(委託)

・市(委託)

・市(委託)

・市(委託)

・市(委託)

.市(許可業者)

市(委託)

(3)その他

種類

動物死体

収集・運搬主体

・市(直営)

中間処理 最終処分

処理主体 処理方法処理主体処理方法

市(委託) 火葬

12



3 ごみ処理実施計画

(1)分別区分及び収集方法等

紙類

衣類・布類

ピソ

カン

ペツぼレレ

資源プラスチッタ

せん定枝

落ち葉・下草

たい肥化生ごみ

陶磁器

小型家電

金属類

靴.かばん.ぺ

/レト・ぬいぐるみ

廃食用油

収集回数

週2回

隔週

随時

4週に1回

隔週

隔週

隔週

隔週

排出方法

市指定収集袋(黄色)で排出

市指定収集袋(藤色)でお随

処理券を貼付して排出

透明・半透明の袋で排出

ひもで縛るか紙袋か透明.半透明の袋で排

出

ひもで縛る力、透明.半透明の袋で排出

各自用意した専用容器で袋に入れずに排出

各自用意した専用容器で袋に入れずに株出

キヤップ・ラベルを取って, つぶして各

自用意した容器又は透明.半透明の袋で

排出

透明・半透明の袋で排出

枝木を束ね, 小枝の場合は透明.半透明

袋に入れて排出

透明・半透明の袋で排出

専用回収容器に入れて排出

専用回収容器に入れて俳出

専用回収容器に入れて排出

専用回収容器に入れて排出

収集方法等

戸別収集

戸別収集

申込による戸別収集

戸別収集

戸別収集

戸別収集

戸別収集

戸別収集

戸別収集

戸別収集

斤別収集

戸別収集

登錄制拠点収集

拠点収集

拠点収集

拠点収集

随時専用回収容器に入れて排出 拠点収集

随時 :ットボトノレ・缶に入れ抹出 拠点収集

イ事業系ごみ(1日の排出量が10 kg未満の事業者)

種類

もやせるごみ

もやせないごみ

有害ごみ

紙類

ピフ�力>-

んツばレレ

資源プラスチッタ

収集回数 排出方法

週2回事業系市指定収集袋(赤色)で俳出

隔週事業系市指定収集袋(黄色)で排出

4週に1回事業系市指定収集袋(黄色)で俳出

隔週ひもで縛って排出

隔週専用容器で袋に入れずに排出

隔週事業系市指定収集袋(黄色)で排出

週1回事業系市指定収集袋(黄色)で俳出

収集方法等

戸別収集

戸別収集

戸別収集

戸別収集

戸別収集

戸別収集

戸別収集
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ウその他

種類

動物の死体

収集方法等

随時収集

(2)市が処理できなレ

区分

排出禁止物

:'み

品目の例示

ピアノ .電子オルガン・コンタリートガラ・石.

土砂.粘土.物置.木の根.自動車.バイタ.

バッテリー・消火器.ガスポンペ・オイル, 廃

油.塗料(ペンキ等).農薬.介護用ペッド・ポ

ウリングの球.耐火金庫・浴槽.便器.サーフ

ポード・車.バイク用品.たたみ.仏壇.冗

プロック・スプリング入りマットレス・ドラム缶

�ガ�パル

特定家庭用機器再商品化法ュニット型ェアコンディショナー(ウィンド型ェア

(平成10年法律第97号)にコンディショナー又は室内ュニットが壁掛け形若

基づき, 特定家庭用機器に政しくは床置き形であるセパレート形ェアコンディ

令で指定された機械器具 ショナーに限る).テレピジョン受信機(液晶.プ

ラズマ・プラウン管形式のものに限る)

.雷気冷蔵庫・電気冷凍庫.電気洗濯機.衣類乾

燥機

資源の有効な利用の促進に関パーソナルコンピュータ

する法律(平成3年法律第

48号)に基づき, 「指定再

資源化製品」に政令で指定さ

れている製品

排出方法

指定収集運搬業者や

購入する販売店等に

引き取りを依頼す

る。

排出者が購入した小

売業者に引き取りを

依頼する。

宅配便を活用した回

収または各メーカー

に直接依頼する。

(3)清掃センターの概要(焼却処理施設については休止中)

区分

所在地

敷地面積・用途地域

建設面積

建

処

処

設

理

理

延床面積

年月

方法

能力

処理対象

内 容

東京都国分寺市西恋ケま四丁目9番地8

11,310 m2第二種住居地域(一部第一種低層住居専用地域を含む)

2,454 m (ェ場棟).5,605 m2

着ェ：昭和58(1983)年7月竣ェ：昭和60 (1985)年10月

(焼却処理施設：全速続燃焼式)休止中, 破砕処理施ま:勢断式

(焼却処理施設：701 /日X 2基)休止中

破砕処理施設：301 / 5 H X1基

もやせるごみ(休止中), もやせないごみ, 粗大ごみ, カン,

資源プラスチック
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(4)ストックヤードの概要

区分

所在地

敷地面積.用途地域

建設面積・延床面積

建設年月

処理方法

処理能力

処理対象

内 容

東京都国分寺市西元町二丁目9番6号

980,34 m2

145.8 m2 ・ 243 m2

着ェ：平成15 (2003)年10月竣ェ：平成16 (2004)年3月

選別作業

も41 /日(250日)

ピン

(5)可燃ごみ処理施設(浅川清流環境組合)の概要

焼却処理施設

区分

所在地

建設面積・延床面積

建設年月

処理方法

処理能力

処理対象

内 容

東京都日野市石田一丁目210番地の2

約5,180 m2.約14,920 m2

着ェ：平成29(20口)年11月竣ェ：令和2 (202の年3月

全連続燃焼式(ストーカ炉)

1141/日X 2基

もやせるごみ

(6) 市の委託による処理施設

施設名 所在地 計画量

ガラス・リソーシン千葉県跳子市廃ガラス・陶磁器：108t

グ株式会社 春日町7401 ピン：400t

千葉県千葉市

J&T環境株式会社中央区川崎町

1

300t

処理対象

廃ガラス・陶磁器(もやせ

ないごみより選別したガラ

ス類, 陶磁器, 鏡)’ピン

(その他の色)

廃プラスチック(もやせ

ないごみ及び資源プラス

チックより選別した硬質

プラスチックの細粒屑)

処理後

けパル

ガラス造粒

砂

JFEプラリソース昧

株式会社山一商会

神奈川県川崎

市川崎区水江

町5番地1

神奈リI県相模

原市中央区南

橋本3 7 14

1, SOOt

553t

容器包装プラスチック

(容器包装リサイクル法

に基づくもの)

コータス

コータス炉

ガス・炭化

水素油

ピン無色.茶色)カレット
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株式会社レッタ

株式会社協同商店

500 t

150 t

高根商事株式会社東京都瑞穂町駒

(ェルデガーデン)形富士山86 1

東京都府中市四

谷6 38 8

アルミ缶プレス82t,その他アルミ

神奈川県相模類261,スチール缶プレス831,

原市中央区南粗大鉄106t,その他鉄類47t,

橋本4 2 24銅類0.31,真輸類0.51, 錫類

0. 05t,廃バッテリー0.1 t

株式会社リーテム

東京都千代田

区外神田2

15 2

小型電子機器214.41

長沼商事株式会社
埼玉県所沢市

林1360 7

東京ペットボトルリ江東区海の森

サイクル昧 2 3 10

株式会社カツタ

株式会社市川環境工

ンジニアリング

茨城県ひたち

なか市高野

1968番地2

千葉県市川市

加藤新田212 60t

番地

炭酸ガスカートリッジ：200kg

ライター：2,590kg

スプレー缶：30, 230 kg

300t

不燃性粗大ごみ：42 t

もやせないごみ：70 t

野村興産株式会社

イトムカ鉱業所

北海道北見市

留辺藥町富士

見217 1

廃乾電池：32 t

廃蛍光管：14 t

給食残さ, 生ごみ

せん定枝

せん定枝

アルミ缶プレス, その他

アルミ類, スチール缶プ

レス, 粗大鉄, その他鉄

'/,銅類, 真鏡類, 錫

',廃バッテリー

小型電子機器94品目

炭酸ガスカートリッ

ジ

ライター

スプレー缶

んツぼトル

不燃性粗大ごみ

(もやせないごみ,

-9�-Y -Y /� K '�̶卜,

ベピーカー等)

布団

たい肥

バイオマス

燃料資源

品目存に解

体, 選別, 圧

縮：鍛錬メー

カー, 金属屑

商社等へ

小型家電リ

サイクル法

に基づき再

資源化

可燃ガスの

無害化回

収, 製錮所

�\*

・� 1� y h ・

つ�づ

スラグ’メ

タル回収

RPF(固形燃

料)

(7) 事業系一般廃棄物の処理施段

施設名 所在地

オリッタス資源循環株式会埼玉県大里郡寄居町大字

社 三ケ山313

株式会社ジュイ・アール・埼玉県所沢市林1299

ェス三ケ島ェ場 8

株式会社アタト・ェア総合神奈川県愛甲郡愛川町角

リサイタルセンター 田3667番地

パイオエナジー株式会社東京都大田区城南島3
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処理見込量 処理対象 処理後

もやせるごみ(紙く

18. 28t/月ず, 木くず, 繊維くガス

ず, 動植物性残さ)

2L75t/月食品残さ

12.5t/月食品残さ

4.985t/月食品残さ

飼料肥料

ガス

ガス

ク
カ
レ
 
,

ス
,
 
,
 
ス
斗

ミ
プ
ト
ー
願

ル
ッ
ッ
ァ
鉄

ア
ラ
レ
ア
製

管光蛍廃§乾廃



城南島リサイクル施設

株式会社Jバイオフード

"# ノレ

ェルェスェ業株式き社

那須塩原ェ場

大誠産業株式会社

愛川第1ェ場

4 4

神奈川県横浜市弁天町3

1

栃木県那須塩原市高林字

蛇尾川添307 5

神奈川県愛甲郡愛川町中

津6799

ニューエナジーふじみ野株埼玉県ふじみ野市駒林

式会社 1033- 1

1.54t/月食品残さ ガス

一般廃棄物(動物死
0.6 t /年間

13.03t/ガ

3.5t/月

体及び付随汚物)

食品残さ

食品残さ

焼却

飼料肥料

メタン発酵

(8)

慈恵院

市の委託による動物焼却処理施没

施設名 所在地

東京都府中市浅間町2

15 1

計画量 処理対象

150体動物の死体

(9)最終処分場

施設名

ニツ塚処分場

ェコセメント化

施設

所在地

東京都西多摩郡

日の出町大字大

久野7642

東京都西多摩郡

日の出町大字大

久野7642

面積

18.4ha

(埋立地面積)

4.6ha

施設規模

3,700,000 m3

(埋立容量)

焼却灰等処理能力約330t/日(平均

処理能力量約300t/日)ェコセメン

卜生産能力約520 1 /日(平均生産

能力量約430t/日)

埋立方式

セル方式-

管理型

17



(10)ごみ.資源物処理フロー

収集区分 中間処理 最終処理

戸別収集

もやせるごみ

可燃ごみ処理施設

(浅川清流環境組合)

焼却処理
‘ェコセメント化施設

(東京たま広域資源循ぼ組合)

清掃センター

もやせないごみ

粗大ごみ

資源物

*>

資源プラスチック

せん定枝

紙類

衣類.布類

ピン

◎手選別による分別, 破砕

可燃性ごみ

◎手選別等による分別.破砕

◎機械選引-手選別による

分別, 圧縮,加ェ

◎機械選別’手選別による

分別, 圧縮・加ェ

◎破砕施設(資源化施設処理)

もやせないごみ’粗大ごみ’カン’資源プフ

スチック・有害ごみ’陶磁器.金物類.危険

品-小お家電.ぬいぐるみ-かばん.靴等.食

用油.ペットボトル

再資源化業者等

修理後、リサイクIま具として販売

※リサイクル家具販売会,

環境まつり

再資源化業者(カン)

容器包装リサイクル協会

'源プラスチック)

有害ごみ ◎各手選別による分別
再資源化業者

拠点収集

食品残さ

再資源化業者

陶磁器‘金物類‘危険品.小型家

電-めいぐるみ’かばん-靴等-

食用油

ペツほいレ

◎各手選別による分別

委eモ事業者の処理施設

◎機械選sレ手選別による

分別.圧縮・加ェ

※陶磁器

環境まつりで配布

容器包装リサイクル協会

やパホみソレ

再資源化業者

� hy/7-\'̶ h'

手選別による分別

再資源化業者

※雑紙類でトイレットペーバ-

(こ〈ぶんじ育ち)製造

再資源化業者(ピン)

容器包装リサイクル協会

集団回収 再資源化業者

18



4 令和3 (2021)年度の取組(ごみ処理)

(1)

1

3

4

5

7

8

2 ごみの分別の務発活動の実施

ごみ滅量・資源化計画

リデュース(発生抑制).リュース(再利用).リサイク

ノレ(再生利用)のうち, 特にリデュースについて, 廃棄物の

発生抑制に関する啓発活動の減量及び再利用椎進審議会や廃棄物滅量等推進委員会と連携

実施 し年2回発行の市報特集母, 出前講座, ごみ.リサイタノレ

カレンダー, ごみ分別アプリ等により, プラスチッタ削滅,

マイバック運動, マイポトル運動などの啓榮を行う。

廃棄物の減量及び再利用椎進審議会や廃棄物滅量等椎進委

員会と連携し, 分別説明会や分別タイズの開催, 年2回発む

の市報特集号, 出前講座, ごみ.リサイタルカレンダー, ご

み分別アプリ等により, ごみの分別に関する啓発を行う。

特に, 有害ごみ(収集や処理に影響を及ぼす小型充電式電

池や水銀含有製品)の分別撒底に関する敦発をむうととも

に, 環境まつりなどのイベント等において臨時で回収す

る。

廃棄物の減量及び再利用椎進審議会や廃棄物減量等椎進委

員会と連携し, 年2回発行の市報特集号, 出前。青座, ごみ・

リサイタルカレンダー, ごみ分別アプリ等により周知をむ

ラ

公共施段での厨芥類, 陶磁器, 小型家雷, 金物類の拠点

回収の実施, 及び, 公共施設等での靴, かばん, ぬいぐる

み, 廃食用油の臨時拠点回収を実施する。

リサイタルの大切さを身近に感じてもらレ、, ごみの減

量.資源化に繁がり, 地域コミュニティの活性化にも繁が

る, 有価物地城回収事業を促進していく。

廃棄物の滅量及び再利用椎進審議会, 廃棄物滅量等椎進

委員会, 飲食系事業者等と連携し, 3010運動の実施などの

食品ロスに関する啓発をむう。

廃棄物の減量及び再利用椎進審議会や廃棄物減量等椎進委

一般家庭に対する食品ロス対員会と連携し貢いすぎない.作りすぎない取組の推進など

拠点収集事業, 有価物地域回

収事業等の実施

飲食系事業者に対する食品口

ス対策の実施

策の実施

6 生ごみたい肥化事業の拡充

事業系ごみ(持込)を対象と

した搬入検査の強化

事業系ごみ(持込)を対象と

した組成調査の実施

の食品ロスに関する啓発をむう。また, 環境まつり開催時の

みに実施しているフードドライプについて拡充する。

清掃センター, 第二小学校, 第四小学校, 本多公民館で

行っている生ごみ拠点収集について, 登錄者を増加させるた

め, 市報.ホームページなどで登録を呼びかける。また, 他

の公共施ぶで今後実施可能かどうか検討する。

収集運搬業ホ可業者に対する搬入検査を継続し, 異物や資

源物の分別指導を撒底させる。

収集運搬業て午可業者に対する組成調査を実施し, その分析

結果を収集運搬業ホ可業者に周知するとともに, 禅出事業者

に対しては分別の啓発や指導をむう。
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(2)収集・運搬計画

9せんtほのぼ̶■い, だa3ギびUからぼ■ (H)を■する。
環境に配慮した安定的かつ効環境に配慮した収集の取組及び収集作業の安全と事故防止

10率的な収集運搬の実施 に関して研修や講習により指導するとともに, 生活環境の保

全に努める。

(3)中間処理計画

現在の清掃センターの安定稼現在の清掃センターの安定稼働に向けて, 経年劣化してい

11働に向けた計画的な整備.補ろ破砕処理施設の整備・修繕を行う。

修の実施

令和2年4月から本格稼働した, 浅力I情流環境組合可燃ご

み処理施設の負担軽減及び施設周辺の環境負荷低減を図るた

め, 更なる可燃ごみの減量, 資源化を椎進していく。

国が策定するプラスチッタ資源循環施策の在り方を踏ま

えつつ, これと併せて, ペットポトルやせん定枝について

も自区内処理とするなど, 処理品目の再検肘を行ってい

<0

12もやせるごみの共同処理

13
(仮称)

の整備

リサイクルセンタ-

14

(4)最終処分計面

浅リII清流環境組合可燃ごみ処理施設より搬出する国分寺市

焼却灰のェコセメント化によに係る焼却灰は, ェコセメント化施設(日の出町)にて再資

る再資源化の継続 源化し資源として有効利用を図ることにより埋立ゼロを継

続し, ニツ塚処分場(日の出町)の延命化を図る。

清掃センターにて選別された不燃物についても, 引き続き

15 、 ….. 民間の再資源化施設に処理委託し再資源化を図ることで埋立

ゼロを継続しニツ塚処分場(日の出町)の延命化を図る。

不燃物の再資源化による埋立

ゼロの継続

(5)その他の処理訃面

16災害廃棄物処理計画の策定

17不法投棄対策の継続

今後発生が予測される大規模災害による被害を抑止.軽

減するための災害予防, 発生した災害廃棄物の処理を適正

かつ迅速にむうための応急対策, 復旧.復興対策を円滑に

実施するための体制構築に資する計面を策定する。

清掃指導員による不法投棄のパトロールを強化し所轄警

察署等と連携して対応していく。また, 市報等で情報の掲示

をするとともに, 地域の自主的な監視を椎進する。
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5生活俳水処理実施計画

(1)し尿・浄化槽汚泥の収集

種類 収集・運搬主体 収集回数

し尿 ・市(委託) 随時

浄化槽汚泥 ・市(許可業者) 随時

収集形態

戸別収集

;/

2)処理施設の概要

施設名 所在地 処理能力

東京都国分寺市西

し尿希釈施設元町二丁目9番6 4.4 m3/日

号

計画量(処理量) 処理対象

し 尿：140kL

浄化槽汚泥：80kL し尿及び浄化槽汚泥

6 令和3 (2021)年度の取り組み(生活挑水処理)

1収集運搬計画

2 中間処理計面

生活圈から発生するし尿等の収集.運搬は, 引き続き国分

寺市が実施主体となり, より迅速かつ衛生的な収集.運搬体

制の構築を図る。

中間処理体制は, 現行どおりの体制を継続する。なお, 現

行の体制と比較して良好な新体制が整う場合には, 移むの検

討を行う。
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(6)廃棄物の収集体制

:'みの種類

もやせるごみ

収集体制

委託

令和4年3月31日現在

委託・許可業者の名称と所在地

昧サン・ェキスプレス国分寺市並木町3 7-2

環衛サーピス紳国分寺支店国分寺市西恋ケま2 16 7

もやせないごみ 委託 環衛サーピス昧国分寺支店国分寺市西恋ケ建2 16 7

粗大ごみ 委託 松浦商事昧立川市幸町3 16 1

有害ごみ

(乾電池.スプレー缶.

蛍光灯.カッター・はさみ

・ライターなど)

委託
環衛サーピス昧国分寺支店国分寺市西恋ケ建2̶16 ̶ 7

(株大東建興国分寺支店国分寺市本町2 23-6 410

資源物

(紙類.衣類.布類)

ピン・カン

、ペツぼレレ�

(資源ブラスチッタ)

(せん定枝)

(たい肥化生ごみ)

し尿汲取り

委託 (棟サン・ェキスプレス国分寺市並木町3 7 2

環衛サーピス■国分寺支店国分寺市西恋ケ建2 16 7

委託環衛サーピス(梢国分寺支店国分寺市西恋ケ窒2 16 7

牌大東建與国分寺支店国分寺市本町2 23 6 410

委託 脚サン・ェキスプレス国分寺市並木町3 7 2

環衛サーピス昧国分寺支店国分寺市西恋ケ窒2 16 7

委託 環衛サーピス嫌国分寺支店国分寺市西恋ケ建2 16 7

委託 松浦商事牌立川市幸町3 16 1

委託 高根商事與立川市西砂町3 22 5

委託 高杉商事牌小平市上水本町4 9 24

浄化槽汚泥 ホ可業者
(有)間込商事小平市仲町543 1

高杉商事昧小平市上水本町4 9 24
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:みの種類体制(方式) 回数収集日 排出方法

もやせるごみ
委託,

(戸別収集)
週2回

平日

祝日
市指定有料袋(黄色)

もやせないごみ
委託

(戸別収集)

粗大ごみ

有害ごみ

乾雷池.スプレー

缶・蛍光灯・ライ

ター・刃物類など

委託

(戸別収集)

委託

(戸別収集)

資源物

紙類・衣類・布類

委託

(戸別収集)

委託

(戸別収集)

委託

(戸別収集)

資源

プラスチック

委託

(戸別収集)

紙おむつ 委託

ペット用を除く (戸別収集)

落ち葉’下草
委託

(戸別収集)

隔週
平日

祝日
市指定有料袋(藤色)

随時
平日

祝日

粗大ごみ受付センターヘ電話.

FAX'電子メールで申込み, 処理券

を貼付。

4週に1回
平日透明.半透明の袋で排出。「有害

祝日ごみ」と表示。

平日

祝日

平日

祝日

平日

祝日

紙類はひもで縛って排出。もしく

は袋に入れる。シュレッダーで裁

断した紙類は透明・半透明の袋で

できるだけ空気を抜く。

衣類・布類は透明.半透明の袋に

入れて排出。

各自用意した専用容器で袋に入

れずに出す。

キャツて.ラヘ'ルを外してつぶして容

器または450までの透明.半透明

の袋に入れて出す。

平日

祝日
透明.半透明の袋に入れてお-出。

平日45fi以下の透明.半透明の袋に入

祝日れて, もやせるごみの日に排出。

平日

祝日

土や砂をはらい, 450までの透明

.半透明の袋入れて, せん定枝・

落ち葉’下草の日に排出。
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せん定枝

たい肥化生ごみ

ポランテイア

ごみ

ィ道路や公園等の公

共の場所での清掃

活動に伴い排出し

たごみ

陶磁器

(食器)

小型家電

デジタルカメラ・ピ

デオカメラなど

金物類

鍋.フライパン・傘

.やかんなど

し尿汲取り

委託

(戸別収集)

委託

(拠点収集)

委託

(戸別収集)

直営

(拠点収集)

直営

(拠点収集)

直営

(拠点収集)

委託

隔週

週2回

もやせるご

みの場合

週2回

もやせない

ごみの場合

隔週

落ち葉’下草

の場合

隔週

平日

祝日

平日

平日

祝日

平日

祝日

平日

祝日

枝木(幹の太さ5 cm未満・長さ60

Gm未満)を直径50cm未満に束ねる

小枝の湯合は45A以下の透明.半

透明の袋に入れてせん定枝.落ち

葉.下草の日に排出。

6世帯以上による団体参加と個

人参加で各拠点での収集登録

靴

456以下の透明・半透明の袋又は

清掃センター・公民館.地域セン

ターで配布するポランティア袋

に「もやせるごみ」, 「もやせな

いごみ」及び「落ち葉.下草」の

分別して, それぞれの収集日に排

出。

各施設

の開館

時間

各施設

の開館

時間

各施設

の開館

時間

各施設(拠点収集)の専用回収容

器に入れる。

各施設(鍵点収集)の専用回収容

器に入れる。

各施設(拠点収集)の専用回収容

器に入れる。

随時 平日電話による申込制

浄化槽汚泥 許可業者 随時 許可業者に直接申込み。

ぐもやせるごみ,

ポランテイアこ

収集。

もやせないごみ, 資源物,

:‘み, 粗大ごみについては,

有害ごみ, 紙おむつ, 落ち葉.下草, せん定枝

収集日が祝日及び振替休日に該当した場合でも
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(7)廃棄物収集処理の手数料

本市では, 平成10年7月1日より事業系一般廃棄物の収集処理の全面有料化を実施, 平成17年10
月1日より粗大ごみの有料化を実施した。平成22年10月1日に事業系持込手数料の見直し(35円/
kg)を行った。平成25年6月, 家庭廃棄物のうち, もやせるごみ, もやせないごみの有料化の実施
及びし尿(水洗化未実施世帯・仮設トイレ)の手数料の改定を行った。

令和2年4月1日よりもやせるごみの共同処理開始に伴い, 事業系持込手数料を見直し(42円/kg)
3市同一の料金設定とした。

<手数料一覧>

種類 区 分

もやせるごみ

ぐ可燃3

家庭廃棄物もやせないごみ
(不燃)

手 数

令和4年3月31日現在

料

市が収集・運搬する場合

s袋(5fl)

M袋(106

L袋(20fl)

LL袋(40fl

自ら搬入する場合

ミニ袋(30)1袋につき5円

s袋(50)1袋につき10円

M袋(105)1袋につき20円

L袋(20fi)1袋につき40円

L L袋(40fi)1袋につき80円

1袋につき10円

1袋につき20円

1袋につき40円

)1袋につき80円

1キログラムに

つき20円

粗大ごみ

ごみ

1キログラムにつき40円を基準とし, 形状, 重量,

処理方法等を勘案して品目ごとに規則で定める額。た

だし, 品目ごとの手数料の上限は, 5, 000円とする。

事業系一般廃棄物

1キログラムにつき

62円

指定袋方式

大袋(40リットル)

1袋につき300円

1キロクラムに

っき42円

動物 の 死

小袋(20リットル)

1袋につき150円

体1体につき3, 000円

水洗化未実施世帯

し尿

下水道供用開始後3年経過世帯

1便槽1回にっき2,000円

仮 設 ト イ レ1便槽1回にっき10, 000円
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1
\̶ み・資源物処理の概要

国分寺市は, 平成5年より市内西側地区で資源物の収集を開始し, 平成7年からは全市に収集を拡大し

た。また, 平成11年11月よりせん定枝をチップにし, たい肥として再利用を始める。平成12年3月からは

ペットポトルの拠点回収を開始し, 同年12月より市内一部地域にてプラスチッタ製容器包装類の収集を開

始した。粗大ごみについては, 平成11年度よりシルパー人材センターに委託し, 使用可能な家具類につい

て修理.加ェして, 平成12年度より定期的に販売を実施している。平成14年1月21日より市内全域で, 資

源プラスチッタの収集を開始し, 平成19年1月15日より市内全城でごみ.資源物の戸別収集を開始した。

令和2年7月からペットボトルの戸別収集を開始した。

学校給食残さのたい肥化については, 平成22年9月より小学校5校から10校に, 平成23年4月には

公設保育園6施設(平成28年度5施設)に拡大した。同年4月にはせん定枝の戸別収集を, 8月に清掃

センター及びストックヤードで陶磁器の拠点収集を開始した。平成25年3月からは, 公民館, 地域セン

ターなどで陶磁器.小型家電.金物類の拠点収集を開始した。また5月よりもやせるごみの生ごみを減

量するため, 一般家庭10世帯以上を対象とする生ごみの拠点収集によるたい肥化事業を開始。平成28

年度より6世帯以上とし, より多くの団体が参加できるよう変更した。平成26年3月から, もやせるご

み.もやせないごみ削滅のため, 清掃センターを拠点とした生ごみたい肥化事業(個人登録), ぬいぐる

み.かばん.靴.ペルト・廃食用油の回収を開始した。

平成28年度9月より, 電気式生ごみ処理機より出る乾燥生成物の戸別収集を, 登録制にて開始した。

令和3年4月より, せん定枝の戸別収集開始した。

■分寺市におけるごみ処理の流れ

�和4年3月31日現在

収gs分

F= SlllS.SK

ちやせるごみ

:fc -\'s-y-�: L'・ ��1-

粗ズごみ

資ぜ物

カン

gポプフスチツク

べ.ン�ポb�

せんま枝

紺類

衣ほ-ホ類

ピン

中Mm理

可mごみゆ@ホ殺
($J"gぼmgmさ)

浦ホセンタ

◎ギぼ3,¦¦こよるサ月,¦. m砕

'ss»Kt ごみ

◎キぜgMg,_よるサS,J'ぼ砕

@ tawaisi] -キぼ8,1,二よる

*aais<aia

だセメントゴヒぼ股

*T'IEブニニ

◎ゆぼぼg,J -キぼ巧I,一よる

分S,L Eぼ-カロェ

is>ii8;as<aia»c8a cfmmtetcta)

もやせなし、ごみ0ズごみ’カン資ぜプウ
ỹ.sr- � ・> �f���- aws.v & tS3 iHi ・ <&f»

S '【、ゼg■めし、ぐるみ力、(ズん.斬tg食
用, 由

にggたまm#gジmmggg)

再gm&gを等

&ぼ&.リサイクIggとして双充

-gリサイクルmgwmを,

再gぼイヒgを(カン)

@SS«SEリサイクンレぬ会

(gポプラスチック)

有gこ ◎をモぼ8¦¦【一よるサ8¦1 再ルホイヒあ者

礎ちyRg

食をRさ

陶g妓ホ・をめぼ-あ@お小

型をぜ.ぬし、<.るみ‘かぱ

ん¥ft� .まm:由

集d@收

◎をキ@翔¦,一よるサ別

◎ ̶ wのg'.モgs1,_よる

分s E m .かェ

手ぼを¦¦こよる0gl

再gホイヒキ者

Xぼぼ器

再s'ホイヒg者

再めぼイヒ*者

再gホイヒホ者

※ぼホぼでトイレットペー/

I.̶ <ぶ：んじgち)sir

再★ぼイヒをモ(ピン)

容ホち裝リサイクノレぬ会

再gmづヒ*者
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2ごみ・資源物量の椎移

ごみ.資源物量全体は, ここ数年, 家庭ごみ有料化実施後市民のごみ減量・リサイタル意識の高

まりと取組みにより, 減少している。 �

しかしながら, 令和3年度の総■出量は28, 780 1で, 前年度との比較では約1.6%滅少している。

内訳別にみると, もやせるごみが約6.9%, もやせないごみが約7.6%, 粗大ごみが約3.5%,有害

ごみが約6.5%滅少して, 資源物は約9.3%増加している。引き続きごみの減量.資源化を推進して

いく必要がある。

L3,810

2,441

16,251

1,717

868

41

8,640

31

1も135

3,134

17,269

1,710

950

44

8,773

28.746

2

1も636

2,306

16,942

1,866

1,102

46

9,305

29.261
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31人1日当たりのごみ・資源物量

1人1日当たりのもやせるごみ.もやせないごみの収集量は, 平成25年6月の, 家庭ごみの有料

化や, 市民の分別意識が大きく高まったことにより減少している。また, 39ページのごみ質分析の

データが示すように, もやせるごみの中に資源物(紙類.布類等)や, もやせないごみの中に資源

プラスチッタ(高分子系容リ法対象)が混入しており, これらを資源化していくことが今後の課題で

ある。

1人1日あたりのごみ・資源物収集量
※持込可燃ごみは除く単位：g(人口は翌年度
4月1日現在：人)

年度

入0

もやせるごみ

もやせないごみ

粗大ごみ

有害ごみ

資源物

合計

29

122.201

309.6

38.5

19.5

0.9

193.7

562.2

30

124,312

306.8

35.2

18.9

0.9

190.7

552.5

31

125,881

306.8

37.1

20.6

1.0

190.4

555.9

2

127,272

315.1

40.2

23.7

1.0

200.3

580.3

3

128,011

282.7

36.9

22.8

0.9

217.6

560.9

g

700
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4粗大ごみの収集処理

粗大ごみの収集は, 平成17年10月から有料化を実施している。近年, 粗大ごみの処理量は増加

傾向にある。

粗大ごみのうち, 少し手を加えれば充分に使用できるものは, シルバー人材センターに委ををし

て修理や加ェを行い定期的にリサイタル家具販売を実施している。

また, 不用品の再利用のあっせんなど, ごみを出さない(リデュース発生抑制)の減量施策を

椎進していく必要がある。

(1)粗大ごみガ別収集量

月

年度 4

平成29年度 78

平成30年度 81

5 6 7 8

88 72 65 77

81 60 65 75

12 1 2

(単位：t)

3 計9 10 11

70 69 71 68 67 59 84 868

61 80 75 66 72 63 80 859

平成31年度 86 92 71 73 81 80 81 74 86 70 65 91 950

令和2年度 95 95 98 85 105 84 87 90 95 84 81 103 1,102

令和3年度 95 98 92 78 97 82 83 91 93 75 78 102 1,064

平均 87.0 90.8 78.6 73.2 87.0 75.4 80.0 80.2 81.6 73.6 69.2 92.0 968.6

3年度点数(個)13,467 13,743 13,459 10,946 13,323 11,984 12,157 12,298 13,229 10,719 10,062 13,661 149,048

(2)粗大ごみ処理点数(単位:個)

年度 処理点数

29年度

30年度

31年度

2年度

3年度

107,654

106,065

106,694

149,369

149,048

(3)粗大ごみ品目別点数(単位:個)

品目

布団

椅子

衣装ケース

:r̶-7'�

掃除機

点数順位

16,500 6

10,256 7

7,636 8

3,591 9

3,247 10

品目

自転車

覇風機

コノレフ用品

本棚

だ数

2,618

2,587

2,540

2,199

2,082
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5有価物地域回収事業(集団回収)にっいて

昭和59年より開始した有価物地域回収事業(以下「集団回収」という。)は, 地域活動の活性化

やリサイタル意識の高まりを背景に平成16年度まで回収実績を伸ばしていたが, 近年回収量の横ば

い傾向が見られる。

令和3年度は, 新型コロナウィルス感染症によって回収実施団体数が減少した影響もあり, 全体

で前年比5.4%減となった。奨励金交付額も前年度比で滅少した。

集団回収は, リサイクルの大切さを身近に感じてもらいながら, ごみを資源化することでごみの滅

量に繁がり市の収集費用の負担軽滅も見込まれることから, 集団回収の実施団体, 回収実績量が増

加することが望まれる。

【令和3年度実績】

登録団体数

回収実施団体

延べ回収回数

185団体(前年度比J 1団体)

147団体(前年度比 7団体)

1, 464回(前年度比 +102回)

有価物地域回収事業団体奨励金交付額 2も482,057円

(前年度比 -1, 934, 889円)

有価物地域回収事業事業者奨励金交付額 11, 287,576円

(前年度比 641, 872円)

(1)令和3年度回収実績量

種類 詳細

新聞紙

雑誌

紙類 ダンポール

紙パッタ

計

衣類 衣類

鉄類 アルミ・鉄

ピン1.8fi)

ピン類 ピールピン(大.小)

雑ピン

維合計

収集量の

898

946

715

9

2,568

186

58

0

0

2,812

備考

267本

0本

267本
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(2)有価物地城回収量の推移

年度

穂垣

紙類

衣類

金属類

ピン類

合計

t

29 30 31

2,480

135

41

1

2,657

2,566

155

43

0

2,764

2,827

189

47

0

3,063

有価物地域回収量

29 30 31 2

2

2,729

187

55

0

2,971

(単位:t)

3

2,568

186

58

0

2,812

年度

ロピン類

□金属類

■衣類

□紙類

3

有価物地域回収登録事業者一覧表

業者名

福田三商(株)東村山営業所

(有)丸山商店

胸伊藤国商店

(有)土井商店

(株)ますや

アップル商会

生き活き商会

昧大久保多摩故紙センター府中

合同会社イッソー

牌ェコ・タルー

紙材開発脚

紳下田商店

所在地

東村山市久米川5 32 15

国立市谷保7 18 13

小金井市中町114 41

小平市花小金井4 28 3

国分寺市南町2 6 -12

国分寺市東元町3 13 5 301

立川市高松町119 2

府中市美好町2 28 4

調布市飛田拾3 42 77

埼玉県所沢市中富979

埼玉県新座市本多111 3

日野市万願寺2 35 6

令和4年3月31日現在

取扱品目

紙類.布類

紙類’布類

紙類.布類

紙類・布類

紙類・布類

紙類・布類

紙類・布類

紙類・布類

紙類・布類

紙類・布類

紙類・布類

紙類.布類

アルミ缶等

アルミ缶等

アルミ缶

アルミ缶等

アルミ缶等

アルミ缶等

アルミ缶等

アルミ缶等

アルミ缶等

アルミ缶
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6資源物収集

(1)紙類・衣類

平成5年7月から市内西地区にて従来の可燃.不燃ごみ収集から「紙類.衣類」と「ピン・カンj

を分別して資源物として収集を開始し, 平成7年7月から全市に拡大した。

(2)ピン・カン・ペットポトル・資源プラスチッタ等

平成12年3月からペットポトルを市内40か所(現在41か所)の公共施設を拠点として収集。また,

同年12月よりモデル収集事業として, 資源プラスチッタの分別収集を市内一部地域において開始。

平成14年1月21日から全市に拡大した。

さらに, 平成25年2月から陶磁器*金物類を公民館や地域センターなどで拠点収集を開始し同年

3月からは, 小型家電の拠点収集も同様に開始した。

平成25年5月から, 一般家庭10世帯以上を対象とした生ごみたい肥化事業(団体登録制)を,

平成26年3月からは, 清掃センターを拠点とした生ごみたい肥化事業(個人登録制)を開始し,

ぬいぐるみ, .かばん.靴.ペルト・廃食用油の拠点収集も同時に開始した。生ごみたい肥化事業

は平成28年度より6世帯以上とし, より多くの団体が参加できるよう変更した。

平成28年9月より, 電気式生ごみ処理機より出る乾燥生成物の戸別収集を, 登録制にて開始した。

令和2年7月より, ペットポトルの戸別収集を開始した。

令和3年4月より, せん定枝の戸別収集を開始した。

紙類.衣類

年度

品目

新聞

雑誌・雑紙

yy�.̶)\�

紙パッタ

衣類

合 計

ピン・お.ぺ

年度

品目

ピン

カン

資源プラスチッタ

給食残さ

たい肥化生ごみ

せん定枝戸別収集

陶磁器

小型家電・金物類

刃物類(危険品)

かばん・靴・油等

合計

資源物合計

28 29

481

2,635

1,019

32

566

4,733

419

2,519

1,027

30

562

4,557

‘資源プラスチックなど

28 29

1,032

384

70

2,162

96

36

173

28

33

59

26

4,099

8,832

1,019

364

85

2,173

96

38

165

26

30

62

25

4,083

8,640

30

364

2,467

1,017

31

565

4,444

30

1,021

348

100

2,318

97

48

141

21

25

66

24

4,209

8,653

31

1,038

355

96

2,351

86

46

169

26

27

65

27

4,286

8.773

2

294

2,489

1,299

36

714

4,832

2

1,092

422

204

2,307

61

63

193

26

26

68

11

4,473

9,305

(単位：t)

3

301

2,313

1,316

38

691

4,659

(単位：t)

3

1,052

410

295

2,163

93

48

1,321

25

26

65

11

5,509

10,168
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令和3年度ごみ・資源物量の流れ

収集区分

戸別収集

もやせるごみ15.780t

中間処理

可燃ごみ処理施段17.807t

(浅川清流環境組合)

可燃性ごみ

最終処理

焼却灰1,741t
灰鉄340t

ェコセメント化施設1,401t

(東京たま広域資源循環紐合)

もやせないごみ1.7Kt

粗大ごみ1,06れ

資源物

カン41 Ot

清掃センター

◎手選別による分別, 破砕

◎手選別等による分別.破砕

◎機械選別'手選別による

分別,圧縮・加ェ

再資源化業者等

(不燃残さ192い処理困難物26t-使

い捨てライタ-31t.金属294t.小型ま置

257t'がラス陶磁器98t'布囲67t'陶磁

器5t)

修理後.リサイクI家具として阪売

※リサイクル家具販売会3t

再資源化業者(カン)41 Ot

資源プラスチック2.163t

ペットポトル295t

せん定枝1.321t

紙類3.968t

衣類.布類71れ

ピン1.052t

◎機械選別’手選別による

分別.圧縮.加工

◎破砕処理施g (中間処理施段)

3,494 t
もやせないごみ.粗大ごみ.カン・資源プラ

スチック・有害二み’陶磁器-金檢類-危険

品’小型家電’ぬいぐるみ’かばん’靴等-食

用油.ペットポトル

容器包装リサイクル協会1.971t

� , ̃f̃ 7.sf--

有害ごみ43t ◎各手選別による分別 再資源化業者43t

(乾電池32t'蛍光管11t)

拠点収集

食品残さ141t

陶磁器25い金物類20い危険

品34 t.使い捨てフィタ

31t.小型家重6t-ぬいぐるみ’

かばん’靴等9t'食用油2t

◎各手選別Iこよる分別

◎機械選別’手選別による

分別, 圧縮・加ェ

再資源化業者152t

(食品残さ141t'ぬいぐるみ-かばん-

靴等9t '食用油2t)

陶磁器

再資源化業者295t

べっばMレ

再資源化業者1.321t

スt. ・y'9-V̶卜’

手選別による分別1,052t

再資源化業者4.659t

※雑紙類でトイレットペーバー

(こ〈ぶんじ育ち)製造

再資源化業者(ピン)1,052t

容器包装リサイクル協会

集団回収2,812t

再資源化業者97t

再資源化業者2.812t
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7家庭ごみ有料化について

本市では, 平成24年2月の国分寺市廃棄物の減量及び再利用椎進審議会の答申に基づき, 家庭ご

み有料化の検射を行い, ①最終処分場の延命化を図る, ②ごみ処理過程で発生する二酸化炭素を削

減する, ③老朽化した市焼却施設の延命化を図ることを目的に, 平成25年6月から家庭ごみ有料化

(「もやせるごみ」と「もやせないごみ」)を実施した。

また, 収集軍両から排出される二酸化炭素等の温室効果ガスの削減とごみ.収集運搬費の削滅を

図るため, 平成25年4月から収集頻度の見直しをむった。

【有料化までの主な経過】

:

平成24年6月

6月力、ら8月//

//

;/

//

/;

9月

10月

11月

12月

平成25年1月から5月

平成25年6月1日

家庭ごみの有料化に向けた市の基本的な考え方を決定

家庭ごみ有料化に向けた市民のご意見を伺う会を開催(計30回開催。762

人参加)

市民からの意見をもとに家庭ごみ有料化に向けた市の基本方針(案)を決

定

家庭ごみ有料化に向けた基本方針(案)のパプリッタコメントを実施

市民からの意見をもとに家庭ごみ有料化に向けた市の基本方針を決定

国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例の改正(廃棄物

処理手数料の改正等)など

市民☆明会の開催(計133回開催。4, 194人参加)

家庭ごみ(もやせるごみ.もやせないごみ)有料化の実施

:

【無料で収集するもの】

資源物(資源プラスチッタ, ペットポトル, 新聞.雑誌.紙パック, その他の紙類.ダンポール,

ピン・カン, 衣類など)と有害ごみ(電池類, 小型充電式電池(二次電池), 小型家電類, スプレー缶,

刃物類など)せん定枝, 落ち葉*下草類, ポランティアごみ(道路・公園等の清掃活動), 紙おむつ

(ペット用を除く ), 電気式生ごみ処理機から出る乾燥生成物を無料で収集する。

【指定収集袋の価格】

環境省の「一般廃棄物処理有料化の手引きjや有料化を導入している自治体などを参考にして, ①

月額500円未満, ②隣接市(府中市.小金井市)との均衡, ③ごみ処理経費から, 次頁の価格を設定

し, 1リットル当たり2円とした(もやせるごみのミニ袋のみ約1.67円)。

各種袋の価格

袋のま類

(力きさ)

ミニゆ( 3 fl)

s袋(56)

Mゆ (lOfi)

L袋 (20fl)

しし◎ (40fl)

もやせるごみ専用袋

(黄を)10ホ文入

50円(5円/ホ文)

100円(10円/ホ女)

200円 (20円/ホ文)

400 H (40円/ホ文)

800円 (80円/ホ文)

もやせなレ、ごみキ用袋

(藤を)10ホ文入

100円(10円/ホ文)

200 n (20円/枚)

400 n (40円/ホ文)

soon (80円/中文)
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【指定収集袋の滅額免除制度】

生活保護受給世帯など, 一定条件を満たす世帯には, 1人1回5じを目安に世帯人数に応じた大き

さの指定収集袋を一定枚数分無料で交付する。 � .

減額免除対象者(いずれかに速当)

①生活保護受給世帯

②児童扶養手当受給世帯※児童手当受給者とは異なる。

③特別児童扶養手当受給世帯

④遺族基礎年金受給者(遺族年金とは異なります)国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法俸資'34
号)附則第28号の規定に基づく遺族基礎年金(旧母子福祉年金等)の支給を受けている方の属する世帯

⑤身体障害者手帳1.2級の交付を受けている方が属し, かつ住民税非速税世廣

⑥愛の手帳1.2度の交付を受けている方が属し, かつ住民税非課税世帯

⑦精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方が属し, かつ住民税非課税世帯

⑧全世帯員が満75歳以上の住民税非課税世帯

※天災’火災等で被災した世帯の方や自治会が行う祭事等のごみは, 環境対策課に相談

有料化による歳入は, 諸経費を除き, 生ごみたい肥化の推進, 創ェネルギー機器設置助成制度など

の地球温暖化対策, 清掃施設建没の財源確保など, 環境施策に充当することを基本とする。

有料化の歳入をどのような環境施策に使用したかを市報やホームページ等で毎年市民にお知らせ

をする。
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8事業系一般廃棄物について

本市では, 従来, 事業系一般廃棄物を1日平均10kg以上排出する事業者には処理手数料を徵収

してきたが, 平成10年7月より10kg未満排出の事業者についても処理手数料の有料化を実施した。

10kg未満キ非出の事業者については, 市内30ケ所(令和4年3月31日現在)の取扱店で販売して

いる市指定の有料袋を用いて市が収集すろものとし, 10kg以上■出の事業者にっいては斤可業者

と契約して収集してもらう。

処理手数料については, 平成22年10月1日より, 収集処理ならlkg55円, 清掃センターに持ち

込む場合(もやせるごみ.紙類のみ)は, lkg35円に改定している。さらに令和2年4月1日よ

り, 収集処理をlkg62円, 清掃センターヘの持ち込みをlkg42円に改定した。

令和3年度は, 3市で共同処理すろ可燃ごみ処理施設に搬入される事業系のもやせるごみの適

正処理を確認、するため搬入検査を実施(36回)した。

また, 事業系ごみ処理手数料の有料化が個人事業者の過度な負担にならないように, 次の要件

にすべて讓当する個人事業者については, 収集処理手数料の滅額免除として一定枚数の市指定有

料袋を無料で交付している。

個人事業者の処理手数料減額免除の要件

.継続して1年以上営業している個人事業所

.従業員が5人以内

.住所.事業所とも市内であること

.前年度所得が27〇万円以下であること

-指定収集袋の年間使用枚数が160枚以上

-1日10ね未満の排出事業者について一

以下の市指定収集袋を購入して, 市の収集処理対象としてキ非出するよう指導しているC

市指定収集袋の種類と価格

大(40わ1枚

小(2M)1枚

もやせるごみ用

300円

150円

もやせないごみ用

300円

150円

大は5枚1セット, 小は10枚1セットとし, いずれも1, 500円で販売しているC

資源物については, 以下の範囲内で市が無料で収集している。

市が収集する資源物の範■

収集1回の限度

ダンポール みかん箱の大きさで10枚まで

新聞紙.雑誌類1回に5 kgまで

シュレッダー紙 450以下の袋で3袋まで

妹出方法

束ねて事業者名を記入のうえ俳出

束ねて事業者名をだ入のうえ俳出

袋は透明・半透明で事業所名をだ入のうえ

搬出
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1日10kg以上キ非出する事業者について一

以下の許可業者と契約して排出するように指導している。

一般廃棄物収集運搬業許可業者一■

業者名

太誠産業昧

志賀與業牌

(有古川新興

中川産業昧

斎藤商事牌

紳遠藤商会

(祷木下フレンド

ェルエスェ業株

和さとみ企画

昧田遣商店

比留間運送脚

相模原紙業昧

ェコ丸信昧

牌サン・エキスプレス

昧総合整備

昧アタト・ェア

有エイ・ェス・ケイ

環衛サーピス昧

昧光栄和

陶藤田商店

昧表養樹園

石井商店

昧小川ェ営

東和産業昧

牌加藤商事

昧東緑化

昧JR東日本環境アタセス

鈴木造園脚

高根商事昧

陶ミヤマ商店

遠藤商事昧

松浦商事昧

多摩興運送昧

■澄プランニング

昧日本環境サーピス

(有)府中衛生社

陶間込商事ぐ※)

高杉商事昧ぐ※)

(糸)…浄化槽汚泥収集運搬事業者

所在地

豊島区南池袋3 14-11

三應市新川4一111

府中市是政3 65 1

立川市富士見町12-6

西東京市東伏見4 9 10

川越市大字下赤坂627 7

所沢市東所沢和田3 1 10

徒谷区千駄ケ谷3 2 8 503

府中市住吉町3 52 6

立川市一番町5 5 1

武蔵村山市中央2 18 3

相模原市中央区南橋本118 15

武蔵村山市伊奈平2 27 5

国分寺市並木町3 7 2

杉並区上荘122 8

愛甲郡愛川町角田3667

東村山市蔽山町2 16 26 102

三廣市大沢2 15-25

国立市泉3 25 15

日野市旭が丘119 2

武蔵村山市三ツ木120 1

日野市日野台113 33 103

小平市学園西町137 31

西多摩郡瑞穂町大字武蔵502 2

祐江市東野川2 14 2

A王子市美山町804 1

台東区東上野3 4 12

国分寺市光町133 5

立川市西砂町3 22 5

羽村市羽東3 12 8

国分寺市並木町3 7 2

立川市幸町3 16 1

多摩市乞田1426

国分寺市本町2 24 7

調布市深大寺北町6 60 16

府中市分梅町132 1

小平市仲町543 1

小平市上水本町4 8 12

令和4年3月現在

電話番号

03 3989 0098

0422-47-1414

042-365 2231

042 529 3491

0424-65 8548

049 266 9437

04 2944 3737

03 5410 3627

042 363 6228

042 520 0075

042 565 1336

042-773-3508

042-520-8881

042-329 4320

03 5347 2910

046 280 1112

042-396 3116

042 489-4400

042 574 9600

042-583 6226

042 560 2531

042 583 0311

042 345 1626

042-557 4134

03 3480 5111

042 659 0618

03 3836 1551

042 572 3310

042 560 5350

042 558 1801

042 329 4300

042 535 6001

042 374 2415

042 313 7927

042-485 0652

042 361 6317

042 341 3611

042 321 2682
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9ごみ質分析

(1)もやせるごみ質分析(湿ベース)

採取年月日

ごみの種類',

紙・布類

ピニール・合成樹脂類

ゴム・皮革類

木.竹・わら類

厨芥類

不燃物系

その他

合 計

(本町・本多’東(南附'泉町・東元
町.西元町)恋ケg).

R3.10.4

比率

38.02

6.78

0.00

6.59

48.42

0.00

0.19

100.00

R3.10.25

比率

31.66

7. 05

0.19

2.99

53.19

1.35

3.57

100.00

(―.p愈.並ポB・此町

富±本.東戸愈)

や和3年度ギ均

不燃物系

1ズ

その他

z

紙・布類

35%

ま二

ピニール*

合成樹脂類

7ズ

木・せ・わら類

3
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(2)もやせないごみ質分析(湿べース:

比率単位：％

採取年月日.

項目

有害物

t:" 'y

�7 1� y h�"�

アルミ類

鉄 類

指定収集袋(もやせな
いごみ：藤色)

ピニール・合成樹脂類
(ごみ袋以外のもの)

可燃物

その他

合 計

(本町・本多’東(南町・泉町’東元(西恋ケ建.日吉�.r*;� (高木町・西町・光
東戸倉) - >

恋ケ建)’

R3.10.19

比率-

0.37

0.00

5.12

0.83

13.59

1.02

41.68

2.42

34.97

100.00

,町-西元町)

R3.10.18

比率

0.27

0.00

3.07

0.55

9.01

0.75

35.36

0.00

50.99

100.00

町-内藤)

R3.10.22

比率

0.17

0.00

4.42

1.39

19.07

1.21

32.07

0.26

41.41

100.00

R3.10.14

比率

0.20

0.00

5.46

0.70

9.04

0.70

28.30

0.00

55.60

100.00

R3.10.15

比率

0.44

0.00

7.47

1.75

13.39

0.81

40.12

1.17

34.85

100.00

令和3年度
平均(重量比)

0.29

0.00

5.11

1.04

12.82

0.90

35.51

0.77

43.56

100.00

〈ケ和3年ぼギ均

i

I

カレットピン

5%

iレノ

ホンそぐをンいf�■
:ぜ紳か:プモ���.-
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:ソiば激まュ
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アルミ類

1%
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10ごみの中間処理状況

本市では, 昭和60年に従来の清化場(処理能力40t/日)の隣接地に清掃センター(140t/日)

を建設し現在に至っている。清掃センターでは, 可燃ごみの焼却.不燃物の選別.破砕のほか,

有害ごみの保管.搬出, 粗大ごみの修理.破砕等を実施。平成12年度より, ダイオキシンの妹出

のさらなる抑制のため, 大規模な改修ェ事を実施した。平成13年4月から6月中旬までの2ケ月

半は, 焼却炉を全停止とした集中ェ事を実施したため, 近隣市等の協力を得て焼却処理を委託し

た。浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設の試運転開始に伴い, 令ギロ 2年1月より焼却炉は休止し

た。

日野市.■分寺市・小金井市の3市による可燃ごみ共同処理事業として新たな焼却施設の建設

及び運営をむうため, 平成26年1月16日付で「日野市国分寺市小金井市新可燃ごみ処理

施設の整備及び運営に関する覚書」を締結した。また, 平成26年2月に新可燃ごみ処理施設建設

準備室を開設し職員を派遣(平成26年2月：1名, 平成26年4月：2名, 平成27年4月：1

名)した。平成27年7月1日に日野市.■分寺市.小金井市の3市による新可燃ごみ処理施設建

設のための「浅川清流環境組合」を設立した。平成29年11月に着ェした新可燃ごみ処理施設の

建築ェ事.プラントェ事は, 令和元年12月下旬までに概ね完了し, 12月19日より3市のごみを

受け入れ, 本格稼働に付けた試運転を行い, 令和2年3月に竣ェした。

令和2年4月, 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設が本格稼働した。

区 分

所在地

敷地面積.用途地域

建設面積・延床面積

施設名

建設年月

種 類

処理能力

処理対象

施設名

建設年月

種 類

処理能力

処理対象

焼却処理施設(休止中)

内 容

国分寺市西恋ケま4 9 8

11,310 m2 ・第二種住居地域(一部第一種低層住居専用地城を含む)

2,454 m2 ・ 5,605 m2

国分寺市清掃センター

着ェ：昭和58年7月竣工：昭和60年10月

全連続燃焼式

701 /日X 2基

もやせるごみ

破砕処理施設

国分寺市清掃センター

着ェ：昭和58年7月竣ェ：昭和60年10月

勢断式

30 t/5HX1基

もやせないごみ, 粗大ごみ, 資源物, 有害ごみ
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塵芥焼却炉・破砕処理施設運転状況

運転

日数

272日

水道使用量

総量 5, 670 m3

内デラント水905 m3

電気使用量

総量 L 317, 630Kwh

内設備用動力919, OSOKwh

※浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設稼働に伴い, 焼却炉は休止している。

11ごみの最終処分

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設で中間処理(焼却)されたもやせるごみ由来の焼却灰につ

いては, ニツ塚処分場(日の出町)内のェコセメント化施設で全量ェコセメントとして再資源化

を行っている。清掃センターで中間処理(破砕)されたもやせないごみ由来の細かく砕いた不燃

物ついては, 平成29年度から民間の再資源化施設に処理を依頼し, 再資源化を図っている。現在

は, 焼却灰及び細かく砕いた不燃物ついて, ニツ塚処分場で埋立処分は行っていない。

有害ごみ由来の蛍光管及び乾電池については, 専門の再資源化業者に処理を依頼し, 水銀等有

害物を除去して再資源化を図っている。

粗大ごみ由来のフロンガスを含む家電製品(除湿機等)については, フロンガスの回収.破壊

を行う専門の事業者にフロンガスの抜取等を依頼し, 抜取後は, 再資源化処理している。

不法投棄された家電製品等(冷蔵庫.ェアコン等)にっいては, 特定家庭用機器再商品化法等

に基づき適正処理(再資源化)を行っている。

最終処分場の搬入配分量と実績量

年 度

焼却灰(t)

不燃物(m3)

焼却灰埋立分(t)

ェコセメントイヒ(t)

不燃物(m3)

燒却灰(t)

不燃物(m3)

配分量

実績量

貢献量

28

2,289

55

0

1,876

26

413

29

30 31

2,344

22

0

1,950

0

394

22

2,374

0

0

1,865

0

509

0

3

2,385

0

0

1,401

0

984

0
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12ごみ処理原価

ごみ処理原価 ,

年度
ぼ分 '� 29

収集運搬費(千円) 1,083,973

中間処理費(千円) 1,368,710

最終処分費(千円) 388,755

合計千円 2,841,438

※ェごみ処理量(t) 30,174

It当たり経費(円) 94,168

1人当たり経費(円) 23,252

ぐ2人口 122,201

※ェ…集団回収量ねむ ※ン.

30

1,172,625

1,472,238

375,424

3,020,287

30,650

98.541

24,296

124,312

31

1,234,331

1,389,102

377,440

3力00,873

30,809

97,402

23,839

125,881

-翌年4月1日現在の人口

2

1,369,329

901,585

430,622

2,701,536

32,232

83,815

21,226

127,272

3

1,407,785

829,702

432.749

2,670,236

31,592

84,523

20.859

128,011

中間処理費算出に用いた数値は, 平成26年から28年度備品購入費(コンテナ・ショペルロー

ダー)を滅価償却(定額法)に基づいた数値を含めて算出した。

また, 収集運搬費算出に用いた数値は, 平成27から29年度備品購入費(車両)及び, 平成20

年度に実施した「ごみ集積所改修ェ事費」を減価償却(定額法)に基づいた数値を含めて算出し

た。

3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1夕00,0m

1.000.000

500.000

i
120,000

100.000
j

i

80,000

最&す'サ脅：イF'
' 60,000

■ +ぢを理g.て円-,i

w:n&:-F] i <°.°°° -

. 20,000 --

I

�uべてし巧袋て才
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国分寺市のリサイクルに関する基本方針

本市では, 市独自のリサイタルトイレットペーパーの販売や生ごみ処理機器への助成金の交付

といった「物」のリサイクルだけでなく, 3 R講座等を通じて「人」を起点としたリサイクルに

も取り組んでいる。

1 3 R講座と市民と

市民の皆様に市のごみの現状と処理について理解していただ〈とともに, 市民と行政が協働し

て地城のごみ問題を解決していく市民の育成を目的として, 3R講座を開催した。

また, 溝座修了者で希望する方を廃棄物減量等椎進委員に委嘱し, 「廃棄物減量等推進委員会」

を組織し自主的な活動をしている。

2国分寺市オリジナルトイレットペーバーの販売

本市においては, 平成7年7月から全地域資源物収集を実施した事に伴い, 資源物で出された

紙類の中より雑紙類(雑誌.広告紙.包装紙等)からトイレットペーバーを作成している。

平成9年11月からは, 商ェ会の協力のもと, 市内の小売店で販売を始め市民も購入できるシス

テムを確立している。販売店及び価格は下記のとおり。 ’*-

商品名

価格

令和3年度販売数

「こくぶんじ育ち」

12ロール入り3 0 0円(消費税抜き)

51J36個

トイレットペーパー「こくぶんじ育ち」販売店

No.

1 すぎもと米店

2

名称

カフェスロー

3 アマネシ尾崎

4 昧ノムラ薬局国分寺店

5 (有)鈴木栄太郎商店

6 (有)宮寺酒店

7 希望園

8 Yショップ日吉

9 セプンイレプン国分寺戸倉2丁目店

10セプンイレプン国分寺富士本2丁目店

11 (有)佐伯今男米店

12高島屋原田酒店

13織田島酒店

l

所在地

東元町1-19-15

東元町2 20-10

泉町3-28 11

本多2- 3- 3

東恋ケ建6-8-11

西恋ケ建138-2

戸倉4 14 7

日吉町3 31-2

戸倉2 27 9

富士本2 23 3

光町2 18-9

高木町2-119

高木町2 18 32

令和4年3月現在

二なんegを':

%・・
～,

"li
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3リサイクル協力店制度

【リサイクル協力店制度】

創意ェ夫によりごみ減量・資源化に積極的に取り組む事業所等を「国分寺市リサイタル協力店j

に認定し, 市民及び事業者のごみの滅量・資源化に関する意識の啓発をするとともに, 市内にお

ける循環型社会の形成を推進している。

市民.事業者.行政のバートナーシップによる減量の実現に取り組む第1段階として実施して

レ、る。

4 生ごみ処理機器購入費の助成金交付等

(1)本市における生ごみ処理機器の助成等について

平成11年7月よりこれまでのあっせん方式から購入費に対する助成金の交付に変更しその

後平成22年6月より助成金額を引き上げた。平成25年6月からの家庭ごみ有料化に伴い助成

金額を引き上げ, 市民の利用率向上を図った。

①市と業者が共同開発した処理器「ごみけしくん」シリーズ

"1日5分で環境のためにできること"をキャッチフレーズに, 平成ほ年度から改良型「ごみ

けしくんs」タイプで生ごみリサイクルに挑戦していただいている。改良型は, 独自の床土と分

解促進剤を利用することで, 虫の発生を抑えるとともに, 発酵促進をあげることに成功した。

また, 「ごみけしくんs」タイプについては容器の大きさが大きいとの市民要望があり, 集合住

宅にも対応できるように「ごみけしくんミニ」を平成25年8月より販売を開始した。

rr'�it�<A.j 、ンhス’

「ごみけしくん」Sタイプ

「ごみけしくんミニ」

◎ sタイプのサイズ：幅48cm, 高さ51cm, 容量550

sタイプ：太陽光エネルギーを生かした構造。

お

s
:'みけしくんsタイプ

◎ミニタイプのサイズ：直径33cm, 高さ48Gm, 容量200

ミニタイプ：集合住宅でも利用可能な: トタイプ

:‘みけしくんミニ
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②一般に販売されている生ごみ処理機器

市販されている生ごみ処理機器(たい肥型.消滅型)についても助成を行っていろ。家庭ごみ

有料化に伴い助成金額は, 購入費の2/3で30,000円(平成25年6月1日から変更)を上限とし,

1世帯2基までが対象となる。

生ごみ処理機器のあっせん.助成金交付状況 単位:基

28年度29年度30年度31年度 2年度 3年度

ごみけしくん

ごみけしくんミニ

市販の生ごみ処理機器

合 計

5

161

166

5

77

82

3

56

59

2

50

52

3

136

139

3

219

222

(2)家庭用生ごみ処理機器の普及啓発

平成20年度の提案型協働事業で市民活動団体による家庭用生ごみ処理機器の検証を実施した。

検ぼした機衝ま, 「ごみけしくん」シリーズをはじめとする非電ぢ式3種4機種及び電ミ式4機

種の計8機種で, 各機種を市民の視点から見た報告書を作成した。また, 生ごみ処理機器のイン

ストラタターの養成をむった。

平成21年度は, 継続事業として, 同市民活動団体と協働でパンフレットを作成すると共に, 家

庭用生ごみ処理機器の普及啓発のため, 展示説明会を3回開催した。子供たちへの環境教育とし

て, 市内2校の小学校で生ごみたい肥化を体験する事業を実施した。【環境教育の主内容①紙芝

居でたい肥化を理解する②農家訪問③自宅の生ごみでたい肥化】

平成22年度は, 「ごみけしくん」シリーズを含めた家庭用生ごみ処理機器の利用の拡大を図る

ため, 前年のパンフレットを活用し, アドバイザーと協働で展示説明会を2回実施。また, 前年

同様, 環境教育で生ごみたい肥化体験を実施した。

平成23.24年度は, 家庭用生ごみ処理機器の利用拡大のため, アドバイザーと協働して展示説

明会を6回実施し放課後こどもプランにおいても啓発を行った。

平成25年度は, 「ごみけしくん」を含めた生ごみ処理機器の利用の拡大を図るため, ごみけし

くんアドバイザーと協働で展示ほ明会を4回実施した。

平成26年度以降, 市内で行われる各種イベント会場等で,家庭用生ごみ処理機器の利用拡大の

ため, 電気式・非電気式の処理機器の展示を行い啓発を行っている。

平成28年9月より電気式生ごみ処理機器によりできる乾燥生成物について, 戸別収集を開始し

た。

(3)公共施設等から挽出される生ごみのたい肥化について

市では, これまでの自家処理に頼った生ごみ処理だけでなく , 学校給食残さ, 多量■出事業所,

集合住宅における大型生ごみ処理機器設置の可能性について検肘してきた。

中でも, 学校給食残さのたい肥化については, 平成12年7月から市立第九小学校に処理能力

100 kg/日の処理機器を設置し, その後, 第A .第十小学校にも同等の処理機器が配置されたが,

国分寺市ストックヤードが完成し, 3基を1か所にまとめて段置したことにより, 第五.第六小

学校を追加した5校分の給食残さが処理できるようになった。また, 平成17年12月よりモデル

地区を設け, 一般家庭の生ごみについても, 併せて処理を行ってきた。
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その後, 平成20年3月, 国分寺市廃棄物の滅量及び再利用推進審議会から「市内から排出され

る生ごみ.せん定枝の未利用有機資源の再利用について」の答申に基づき, 生ごみたい肥化業務

の見直しをむった結果, 平成22年9月から市内小学校給食残さのたい肥化を5校から10校に拡

大すると共に, 委託業務の変更を行った。完成したたい肥については, 市民に無料で配布してい

る。平成23年度からは, 市立保育園の給食残さも併せてたい肥化をむっている。 ’

収集量

たい肥配布量

30年度

97

20

31年度

86

15

2年度

61

17

単位：t

3年度

93

20

(4)生ごみたい肥化事業

【団体での拠点収集】

もやせるごみの生ごみについてごみの減量を椎進するため, 公共施設(小学校.保育園)などの

調理前残さ及び食べ残しとせん定枝のチップを合わせて, たい肥化を進めてきたが, 平成28年

4月より, 一般家庭10世帯以上から6世帯以上に変更し事業を実施。一般家庭6世帯以上集まれ

ば, その場所を拠点として生ごみを収集したい肥化する。収集した生ごみは, たい肥化し, 市

民に配布している。

団体参加拠点

団体名

都営内藤二丁目アパート

内藤一丁目都営第4アパート

新町二丁目

本町ハイツ多根

新町三丁目

東恋ケ窒3 1 4

本町四丁目都営アパート

西国分寺ライフタワー

恋ケ建ふるさと体験農園

日吉町一丁目

ひまわりェ房

合計拠点数11拠点

令和4年3月31日現在

開始年月日 世帯数

平成25年5月14日 103

平成25年6月18日 17

平成26年1月14日 15

平成26年1月30日 10

平成26年3月4日 6

平成26年4月28日 15

平成26年5月19日 19

平成26年8月7日 72

平成27年11月19日 24

平成28年g月9日 10

平成31年2月22日 6

297

【清掃センター, 第二小学校, 第四小学校, 本多公民館での拠点収集】

平成25年5月に生ごみの拠点収集を開始し, 26年3月清掃センター, 27年5月第二小学校, 第

四小学校, 令和元年7月本多公民館にて開始した。

令和3年度―斤別参加世帯数923世帯

一般家庭生ごみ収集量48 t
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5 リサイクル家具の修理販売会

平成11年度より, 収集した粗大ごみの一部を清掃センター内で修理.加ェし定期的に販売会

を開催している。なお, 修理.加ェ及び販売はシルパー人#センターに委託している。

年11回開催予定であったが, 新型コロナウィルス感染症拡大防止のため, 年3回実施した。

令和3年度リサイクル家具販売会

実施日

令和3年4月25日

//

//

//

/;

//

//

//

;/

//

6月27日

7月25日

8月22日

9月26日

10月24日

12月5日

1月23日

2月27日

3月27日

合計

クル家具販売実績

販売点数

330

321

357

454

635

635

593

373

97

398

6不用品再利用あっせん

一般家庭で不用となった生活用品を希望する市民に対して, 不用品のあっせんをむい, 有効な再利
用を促し, 資源の節約を図ると共に, ごみを出さない(リデュースー発生抑制)減量施策の一助とす

る。

令和3年度

項目 登録件数 あっせん件数 成立件数

件数 353 174 77

7陶磁器・小型家電・金物類収集事業

平成24年8月から陶磁器を清掃センター及びストックヤードで, 10月から小型家電.金物類

の拠点収集を清掃センターで開始した。平成25年2月から陶磁器.金物類, 3月から小型家電の

収集拠点を公民館及び地域センターに拠点を拡大した。陶磁器は粉砕され食器にリサイタノレされ

る。

令和3年度

種 別 陶磁器 小型家電 金物類

回収量(t) 25 6 20

ンタタトレンズ空ケース

75 kg
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8 ぬいぐるみ.かばん・靴・廃食用油の拠点収集

清掃センターを拠点として, もやせないごみのぬいぐるみ.かばん.靴.ペルトともやせるご

みの廃食用油のリュースを平成26年3月より開始した。収集したぬいぐるみ.かばん.靴.ペル

卜については, 補正処理を行い, タリーニングをして国内外で再使用(リュース).再生利用(リ

サイクル)している。また, 廃食用油については, 収集後パイオディーゼルの燃料に精製しリサ

イルレak、仏

種別 ぬいぐるみ, かばん, 靴, ペルト 廃食用油

収集量(t) 9 2

令和3年度は新型コロナウィルス感染症拡大防止のため, 公共施設の拠点収集は中止した。

9 せん定枝の戸別収集

「もやせるごみ」として, 収集していたせん定枝をごみの減量と資源化を図るため, 令和3年

レら申i入制を摩止し.戸別収焦を行った。

月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

収集量(kg)

90,690

173,990

157,050

127,780

111,310

155,360

収集量(kg)

112,110

137,950

129,160

40,950

29,810

55,030

1.321.190

10国分寺環境まっりの開催

令和3年度は新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止した

11ごみ分別よろず格談所・ごみ分別説明会の実施

市民からの申込による「ごみ分別説明会」は, コロナ感染防止対策をむい, ーカ所の開催とな

りました。また, 「分別よろず相談所」をぬいぐるみ.かばん.靴等の臨時拠点収集の際, 同時開

催を実施した。

12ごみ分別アプリの導入

平成27年3月に, ごみ減量’資源化を更に進めていくため, 市民の方がな軽にスマートフォンで

ごみの分別方法や収集曜日などを確認できる国分寺市ごみ分別アプリの配信を開始した。

ごみ分別アプリの周知のため, 市報やごみ.リサイタルカレンダー等に案内記事を記載するとと

もに, 自治会等への回覧での依頼, 集合住宅へのポスティングやごみ集積所への掲示, 不動産事業

者へのチラシ配布依頼など様々な手法で周知を図った。

令和4年3月末日現在ダウンロード数47, 607件
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13水銀回収キャこ

もやせるごみの中に水銀使用製品の混入を防ぐため, 日野市, 国分寺市, 小金井市, 浅川清流

環境組合の合同事業どして水銀回収キャンペーンを実施した。 �

期間：令和3年10月1日から12月28日まで

回収実績量125個

51



水・ y g-'
�

� L

a

̃'s̶=̶S5=55as5=̶̃s"!

52



国分寺市のし尿・浄化槽汚泥処理の概要

平成11年度にレ尿中継槽を改造し収集したし尿.浄化槽汚泥を希釈処理し, 下水道に放流し

てレ、る。

1収集と運搬

し尿の汲取りについては, 委託で行い, 浄化槽汚泥については, 下記のホ可業者が行っている。

(令和4年3月31日現在)

・(有)間込商事小平市仲町543 1

・高杉商事(株)小平市上水本町4 8 12

2希釈施設

し尿希釈施設(旧し尿中継槽)

清化園衛生組合の処理終了にともない, し尿.浄化槽汚泥を貯留するだけでなく, ばつ気, 希

釈後, 公共下水道に放流する施設として改造をむった。

区 分 内 容

所在地 国分寺市西元町二丁目9番6号

敷地面積・用途地域875.80 m2 (うち借地778.80 m2).第一種住居地城

施設名称 し尿希釈施設

希釈対象 し尿及び浄化槽汚泥

希釈能力 4.4ぼ/日

3し尿・浄化槽汚泥収集量

公共下水道の整備に伴い, し尿.浄化槽汚泥にっいては, 減少傾向にあるが, 令和3年度のし

尿.浄化槽汚泥収集量の合計は, 前年度よりも約17.9%減少し, 一般家庭や店舗等からの汲み取

り件数は前年度比約44.5%滅少した。ェ事現場等に設置される仮設トイレの汲取件数は前年比約

8.7%増加した。

し尿・浄化槽汚泥収集量推移

年度 29

し尿 106

浄化槽 76

合計 182

30 31 2

120

28

148

100

43

143

96

66

162

単位：kl

3

100

33

133
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令和3年度し尿・浄化槽汚泥月別収集量

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

合計

し尿件数

年度

汲み取り

仮設トイレ

合計

29 30 31

79

452

531

64

479

543

56

408

464

2

36

436

472

単位：件

3

20

474

494

4し尿・浄化槽汚泥処理原価

※中間処理費(千円)

合計(千円)

処理量(k6)

Ikl当たり経費(円)

し尿.浄化槽汚泥の収集量は公共下水道の整備に伴い減少しているカシIk《当たりの経費は年々

増加傾向にあり, 令和3年度も同様に前年度比で処理原価が増加した。

年度
_,. "" 29 30 31 2
区分

収集運搬費(千円) 20, 435 20,025 20,252 20, 752

22,347 19,237 19,369 26,913

42,782 39,262 39,621 47,665

183 148 143 162

23も291 265,283 277,068 294,231

3

20,490

22,141

42,631

133

320,537

※中間処理とは下水道放流前処理のことを指す。
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\ウ

令和3年4月1日号から令和4年3月15日号市報における清掃関速の

記事(抜粋)

特集号(令和3年10月15日.令和4年3月15日)
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令ギロ 3年4月1日号

令和3年4月15日号

旧⑥4ジ膨回ロホ�-�

コットン生地、刺しゆう糸、縫い糸、自転車(女

児用.大人用.電動アシスト)、チャイルド

̃>-h�かム̃7�--/7�'-9-

米びつ、折り畳み式簡易ペッド、足踏み式ミシ

ン、乗馬マシン、ゴルフクラプセット、琴、電。舌

機(フアクス付き’子機付き)、ドラフヲー、食

器棚、和だんす、座いす、八イチェア(子ども

用)、布団一式、果実酒用保存瓶、げた、つぽ

譲渡は無料です。当事者間でやり取りしてください。詳し<
は雷ホでお問い合わせください

さ⑧̶巧ゾ=:,/ 二
4月25B旧》午前10時～正午
ストツクヤード(西元町2-9-6)
糸10組ずつ30分每の入れ替え制。荒天中止

̶0組※1回の申し込みにつき2人まで(1人1回限り)

■4月16日(金)～21日(水)¦こ、件名に[リサイクル家具販売会

参加申し込み」とな入し、本文を未な入のまま蛋recycte@
citY.kokubunji.tokyo.jpでごみ減量推進課へ※先着1原

を腿信したメールを、印刷またはスマホ画面に表示してお持
ち<ださい/入場にあたり制限などがあります。返信され

たメールをご覧<ださい/駐車場数台あり/配送不可

̶ごみ減量推進課Dの4力300-5303

手続きは郵送のみになります

家庭ごみ有料袋の
減免申請受け付け

4月1日時点で家庭ごみ有料袋の減免対象となる世帯主の方

へ、4月下旬に申清書を郵送します。4月2S以降に対象となっ

た方は環境対策課へお問い合わせください。

団o生活保護受給世帯o児童扶養手当受給世帯o特別児童扶養

手当受給世帯o遺族基礎年金(旧母子福祉年金等)受給世帯o身

体障害者手帳1級.2級、愛の手帳1度.2度、精神障害者保健福

祉手帳1級で、住民税が非課税の世帯0全員が満75歳以上で、

住民税が非課税の世帯ぼ申請書を記入のうえ、同封の封筒で

環境対策淫へ郵送※詳しくは申ポ書に同封の書類をご覧くださし、

̶環境対策課せの42) 300ろ300
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令和3年5月1日号

思清潔で環境にやさしいV�)
循環型都市を目指して&JU�-

ごみ.資源物の現状や施まの爵学、講座を適して家庭ごみの滅重.分別の知識を身に
付けませんか。4講座以上の受講で修了J書を授与します。受議後、地域のポランァイア
として活動いただける方には、廃棄物嚴置等推造委昌に委履します。

③市内在住で原則4講座以上出席できる方届30m無料ぼ5月6日(木卜6月11日
(金)に電話.藍recyde@citY.kokubunルtokYO.J'pでごみ滅重推進まへ※先着順

tごみ減量推進課nの42) 300-5303

6月18B
m1時3W～

4時30分

8月20B

9月17E

10月15B

午後1時3ゆ̃
4時30サ

5時

午後,時3ゆ̃
4時30分

リオンホール(〔0〔0じ関g式.ごみの現状などへの理解.
unjiWESTSB) Ha. C3f3S.<Wt<DKft

溫ぼン(霊)み温き�さ#=フミデ
二；だ-『よスな二識

フA1A口 a=»,B-,n<*-..B処理施設(B野市)’可燃ご��資見学’
/RICHナ廣IRju"̃w B野市ワリ-ンセンタンセンタ-プフスチックi

…IJプフザ ごみ̶H
廃棄物滅嚴等推進委g会の脱明①

a=r,He,n�- ニツggg物広g処焼却灰をェコセメント化するIJサイモT『ぜヌiぜぎまあぜンぼンぐふ分壌(西多摩部Bのクルェ場やちやせないごみの埋め立
出町).Bの出山荘て地などの見学

ごみ分gjルールの税明と分gj体験⑦
鹿棄物の等■委員会の■②

oa'yy�tf

fRみチヲクなシ醸でできる

令和3年5月15日号

■4タル』ロホ�コ

ミシン(卓上.足踏み)、毛糸玉、A型ペピカー、バ
r?>+t̶

譲って
<ださしs

ダイニンプテープル、座卓、座いす型ソファー、キャ
譲ります スター付いす、8型ペピーカ、大人用自転車、名画

集旧本'世界)

ま渡は無料でず。当事者間でやり取りしてください。。¥しくは電。モでお問
い合わせ<ださい

='凹̶多.,ま:,..

5月23s(B)午前10時～正午g慌天中止/駐車場数台あ
ストックヤード(西元町2-9-6)りノ配送不可/混雑時は入

※当B直接会場へ 場制限をbう場合あり

靴・かばん・ペルト類・ぬいぐるみ・食用油
. -v- D? デ� < -

5月25日(火)午前9時̃11時本多公民館※当日直接会場へ
��

旧破れた.穴が開いた物、車輪の付いたかばん、ゴルフパップ、
スーツケース、長靴.スバイク’スリツバ・人形などは収集で
きません/̶油はペツトポトル・�lこ入れてお持ち<ださい

家庭で余っている、米(生産1年以内)、缶語、瓶S、講昧料、
乾物、飲料、お菓子、インスツント・レトルト食品などで、賞
味期限が1か月以上あり未開封のものをお持ち<ださい。生活
に困つている方へ届けます。

一ごみ減量推進課n (042) 300 5303



令和3年6月15日号

⑩⑩イジガわ回uホ �-�

折り畳み式ペッド、子ども用いす、自転車(大人用.
子ども用)、子ども用三輪車、B型ペピーカー、キッ
クスケーター、三昧線、琴、和装トルソ、ゴルフワ
ラプセット、家庭用炭素弧光口治療器用カーポン

草刈り機、蛍光口、こたつ一式、机、テレピ台、ローテ
ープル、ソフア、ソフアペツド、五g人形、こいのぼり
セット、水標、ペット用キヤリーケース、電動フィッ
トネスマシン、刺しゆう糸、縫い糸、毛糸玉

漂渡は無料です。当事者間でやり取りしてください。。キし<は電。までお問い合
ねせ<ださい

�Ml� 錮⑧■4多 こ.11

6月27日旧)午前10時～正午料荒天中止/駐車場数台あり/紀送
ストックヤード(西元町2-9-6)不可/混雑時は入場制限をbう場合

※当日直接�へ あり

靴 かばん・ペルト類・ぬいぐるみ・食用油の

;" 。 v: ◎ヲo ppラi,監らて
6月22s《火)午前9時～11時

西町地域センター※当S直接会場へ

拠点収集
國破れた.穴が開いた物、車輪の付いたかばん、ゴルフパップ、スーツ

ケース、長靴.スバイク・スリッバ’人形などは収集できません/食
用油はペットポトル・缶などに入れてお持ちください

フードドライプ
家庭で余っている、米(生産1年以内)、缶話、瓶詰、お昧料、乾物、飲料、

お菓子、インスワント’レトルト食品などで、賞昧期限が1か月以上あり
未開封のものをお持ち<ださい。生活に困つている方へ届けます。

̶ごみぼ量推進ぼせ(042) 300 53の
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令和3年7月1日号

̶ペシ

さご‘-‘ァパ・ -
④廣9★ホ

家庭ごみ指定収集袋の外装袋裏面に揭載する広告を募集します。

i�■飲のいずれにもぶ当しないもの

o法令に違反するもの

o公の秩序または善良の風俗に反するおそれがあるもの

o政治活動や宗教活動に関するもの

o個人.団体等の意見広告に関するもの

o風俗営業等の規制'業務の適正化等に関する法律第2条

に掲げる営業にぶ当するもの

oき大.不当表示その他表現方法等が不適当なもの

o人権侵害’1g用き損、業務妨害等を引き起こすおそれがあるもの

os業界の自主規準に定める表示事項を適切に表ホしていないもの

o暴力団排除条例第2条第1項第1号・ 3号に関するもの

oその他市長か*適当でないとぼめるもの

礎■■6モJ

家庭ごみ指定収集袋の外装袋裏面1枠

ミホ月1日(木)～14B (水)に電ままたは直接環境対策ま(清掃センター内)へ
��g■��疎節

規格

広告寸法(・・)
品名

ちやせるごみ用

もやせないごみ用

容量(e)

3

5

10

20

40

5

10

20

40

枚数(枚)掲̶(B)

200x175

190x200

135X140

170X185

205x245

190x200

135x140

170X185

205x245

27,000

45,000

45,000

50,000

30力00

6,000

12,000

12,000

12,000

40.500

67,500

90,000

125,000

90,000

9,000

24,000

30,000

36,000

*環境対策課0 (042) 300ろ300

f-ス'・/ ̶
'"��. 'y*w�w���

I 知
\ごみは午前8時30分までに/

. -オジンピツク聖火リレー⑦

交遡規制に傳ラ
ごみ・資源物の収集

オリンピッワ聖火リレーに伴い交通規制が行われる
ため、ごみ’資源物の収集時間が変更になる場合があ
ります。ごみ・資源物は午前8時30分までに出して<
ださい。

̶環境対策ま0の42) 300ろ300
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令和3年7月15日号

雌冗 )■新

職ィダ旧 I̶1̶lf�l̶I

生活用品.子ども用品・楽器など家庭で不用
になったものでまだ利用できるものを再利用し、
ごみの減量に取り組みましよう。
邸�■市H PIR�1002183をご覧いただく

か、お問い合わせ<ださい

だぼ渡は無料です。当事者間でやり取りしてく
ださい

̶ごみ減量推進達口の42) 300-5303

.二 ( ■ザ多 -;' = ; ,・

二 S S ' ; th '

u; !! ・ ・

.天中止/駐車場数台ありノ配送不巧/
混雑時は入場制限を行ラ場合あり

̶ごみ減量推進課◎の42) 300ろ303

靴.かばん・ペルト類.めいぐるみ*食用油の
レ°ド-Q�-G�i��r�Eto-

s

・?'

・ !-,

as,::

5s-,

を■ぬ

詞破れた‘穴が開いた物、車輪の付いたかばん、ゴルフバッス
スーツケース、長靴、スバイク、スリッバ、人形などは収
集できません/食用油はペットポトル・缶などに入れてお
持ちください

ホポタヴず夕

家庭で余っている、米(生産1年以内)、缶詰、瓶語、適昧料、
乾物、飲料、お菓子、インスヲント-レトルト食品などで、賞
昧期限が1か月以上あり未開封のものをお持ちください。必要
とされる方へ届けます。

̶社会福祉協達会でば食品の寄愈を随時受け付けています。
事前にお亀まのうえ、お持ちください

旧同協義会nの42〉324 831 1
̶ごみ減量推進課m (042) 300-5303



令和3年8月15日号

臨だ ―就

⑩⑨ィタ販回[Ĩ̃̃1l-?f�V, '-t

生活用品・子ども用品・楽器など、家庭で不用
になったものでまだ利用できるものを再利用し、ご
みの滅量に取り組みましよう。

謝ムあゼ市Hp廣蓮劉002183をご覧いただくか、
お問い合わせ<ださい

̶度は̶です。当̶間でやり取りしてください
̶ごみ減量推進課⑦め42) 300 5303

=' ■4ざ ス.

s s ・ : ・!si

Ui I!

:;-" : -;.

.天中止/駐車堤数台あり/配送不可/混雑
時は入場制限を行ラ場合あり

̶ごみ滅量推進課⑦の42) 300-5303

靴・かばん・ペルト類*ぬいぐるみ,食用油の
.; »p, ◎巧口だだ̶ ,-這

s

!!

* !-; !';

3 5 g- :て

sヨ破れた.穴が関いた物、車輪の付いたかばん、ゴ
ルフバツブ、スーツケース、長靴、スバイク、ス
リッバ、人形などは収集できません/食用油はぺ
ットポトル・缶などに入れてお持ち<ださい

家庭で余っている、米(生産1年以内)、缶詰、瓶ぎ、
調味料、乾物、飲料、お菓子、インスタント’レト
ルト食品などで、賞味期限が1か月以上あり未関封
のものをお持ち<ださい。必要とされる方�けます。
垂節社会福祉協議会では食品の寄附を随時受け付け

ています。事前にお電。まのうえ、お持ちください
■:同協漬会⑦め42)324-8311

̶ごみ減量推進ぼ⑦(042) 300 5303

清掃センターからのお願い-環境ガ策課nめ42) 300 5300
せんをほ.落ち葉.Tきは員■です。もやせるごみにはスれなし、でください。
國落ち葉や下草を入れた袋の中に、もやせるごみやピン・カン・ペツトポトルなどの
異物の混入が確認された場合は収集できません ..

落ち葉.T草のポし方 ̶ゆ―‘ットル④?�?X?1%ふ二；をほりが②■ざせる③敦��rトルi$¦°iT
w ・ 、 �!-�-
や ぐ ��

���■���ぶ����■
'"" 町の美化、ひとりひとりの心がけ
し 市ばクリ…ン後動参旭者募集-
,!!

S1S

8
«
g;l

K
ね.

11月14日(日)午前9時～11時
※雨天時は21日(B)に延期。延期した場合は雨天決b
ミモポモせ猫市内全域の道路.公園などの公共施ぷ

ぼワリン運動は、■5ポにgラは.■会をホ,こ、に■の€唱で,まぶまミfta二；ん二て；もをくみ■さんが̶きるよう、モのヒユニゴ〒�-ミ,ンみき；ミら'こ；シお、ほ■ぼゆなととぼぼ衝を-をおき1します。
黑ば猛二fど,二まへ̶̶します

一市民ワリン■翁プ委員会事務局
(環境対策誤内)(内355)
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令和3年9月15日号

⑩⑧4タガわ回uホ

講って
<ださい

譲ります

�-�

子ども用品、自転車、家具、家電、楽器、
裁縫用品など

圧力鍋、電子レンス掃除機、ペピーバス、電
動搾乳機、チャイルドシート、琴、男児用自
転車、子ども用蚊帳、ひな祭り用與風、日本.
世界の名画100集など

品目は日々変動があります。具体的な品名や最新の情報
は市HPIRミ双10021 83をご覧いただくか、お問い合わせ<
ださい。

巧譲渡は無料です。当事者間でやり取りしてください
̶ごみ減量推進よn (042) 300-53の

( ■ポヲ � = :.

・二 , = = *ミは "

ub !! * ,

:パン

詞荒天中止/駐車場数台あり/配送不可/混雑
時は入場制限を行ラ場合あり

̶ごみ減量推進課n (042) 300-5303

靴・かばん・ペルト類・めいぐるみ・食■油の
'. ・? v'- &おゆ％ イ

; s

・ o'

',-,

s !

r-,

g ; -

旧破れた.穴が開いた物、車輪の付いたかばん、ゴルフパ
ップ、スーツケース、長靴、スバイク、スリッパ、人形
などは収集できません/食用油はペットポトル・缶など
に入れてお持ち<ださい

̶で余っている、米(生産1年以内)、缶ま、瓶さ、洞ほ料、
乾物、飲料、お菓子、インスタント’レトルト食品などで、
賞味期限が1か月以上あり、未開封のものをお持ちください。
必要とされる方へ届けます。

̶社会福祉協�では、貪品の̶を随時受け付けてしXます。
̶におまぼのうえ、お持ち〈ださい

園同協議会n (042) 324-8311

̶ごみ減量推進課◎の42) 300ろ303

在宅医療での使用済み注射針などは
ごみに出さないで<ださい

在宅医療での医療廃棄物のラち、使用済みの注射
針など感染性を有する恐れのあるものは市で収集.
処理できません。もやせないごみや資源プラスチツ
クに混入した場合、収集作業員のけがや感染症につ
ながる恐れがあります。医療機関や右のステツカ-
がある薬局へ返却してください。 ''.

'<"

̶環境対策課口の42)300-53D0

媛
レ：

a

n

kしのステツカが自ED



令和3年10月1日号

��m■ 0月8日(金)～11月8日(月)
�ホ双環境対策ぼ(清掃センター内)、オープナ(市役所附属
棟)、〔ombun]'市民サピスコナー(cocobunjj WEST5
階)、国立駅前市民サーピスコーナー(国立駅前くにたち-し
くぶんじ市民プラザ内)、各公民館.地域センヲー、恋ケ窒-
光図害館、本多図書館駅前分館、福祉センター、市HP※閉庁日-
休館sにご注意ください

i感�意見に件名’住所-氏名(面体の場合は名称’代表者氏名-
事務所等のp斤在地)、対象の①～⑤のうち3当する番号を明記
し、@kankyouta'saku@city.kokubunji.tokyo.jp-⑨の42)
326 4410'直接または郵送(必着)でT185 0013西恋ケ窒
4 9-8環境対策ぼべ※市外在住の方は、市内の勤務先’通学先、
事業・公益的な活動内容などを併。Bして<ださい

I [=l@1 0月16Bは)午前10時～11 B�@1 8B (月)午後7時～8時
'し̶市役所書庫棟会議室②リオンホール(cocobunj'l WEST
I 5階)※当B直接会場へ ’

I ̶18人②50人 ’
̶廣境対策ぼnめ42) 300 5300

s野市・国分寺市*小金井市浅川清流環境組合合同事業

ポE 口 �

10目1ば金》～12月283(火》
ご家庭で不要になった水銀を使用している体温ホ’温度計’血圧計、容器

に入った水銀などを回収します。お持ちいただいた方にマイバックを進呈し
ます(先着順)。

ぼ,'▲̶ン双回収ポツつスにお出しください
Be' 激シだ國市清掃センター、市役所第1庁舎1階、cocobunjiプ
ラザ(cocobunji WEST5階)、国立斬前市民サーピス〕ーナー旧立駅前く
にたち.こくぶんじ市民プラザ内)、各地域センヲー、いずみプラザ
巧事業所で使用したものは対象外

̶ごみ滅量推進課nの42)300-5303

浅川巧流
環境組合

t7 お：r-

令和2年度より本稼働している、B野市に建Sされた3市(B野市’国分寺
市.小金井市)の共同による可燃ごみ処理施ぶを見学して、家庭から排出さ
れるごみの処m程などを学びませんか。
ば10月29B(金).10月30日(±)午前8時40分～午後1時
��'̶清掃センヲー
0j市内在住.在勤.在学.在活の方※小学生以下は保護者の旧伴。未就学兄

同伴の場合は要相ぶ
群各回20人
̶料ミ⑨0月4B(月)～8S(金)に電誇で環境対策課へ※先着順

一環境対策課n (042) 300-5300
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令和3年10月15日号
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.天中止/駐車場数台あり/配

送不可/混雑時は入場モj限をb

ラ場合あり

�ごみ滅量推進課oの42) 300-5303

�-�

譲つて 子ども用品、自転車、家異、
<ださい家電、楽器

石油フアンヒーター、空気
清浄機、ランドセル、子ど

讓りますも用いす、チャイルドシー
卜、ペピーバス、七五三用
着物、シンプルペッド

品目は日々変動があります。具体的な品
名や最新の情報は市Hplぬを榮■10021のを
ご覧いただ<か、お問い合わせください。
̶渡は無料です。当事者間でやり取りして

<ださい

̶ごみ疎量推進まaの42) 300 53の

令和3年n月15日号

嶋4ジ,回 ll̶ir�ll

譲って
<ださい

子ども用品、自転車、家具、家電、楽器

オットマン、掃除機、CDプレーヤー、サイドテー
譲りますプル、助児用三輪車、子ども用自転車、一輪車、大

人用三輪自転車、島かご、花器類、刺しゆラセット

品目は日々変動があります。具体的な品名や最新の情報
は市Hplほ殺10021ぬをご寛し、ただ〈か、お問い合わせく
ださい。
漠縫渡は無料です。当事者間でやり取りしてください

■4ざ ;i,' :;如

S S - = IIs;

, ae '' ・' ;

公民館や清掃センフーヘ持ち込まれた陶磁器をリユース
するため、市廃棄物減量等推進委員会がもったいない食器
市を開催します。気に入った陶磁器を持ち晴ることができ
ます。当sの持ち込みはできません。

また、臨時で拠点収集&フードドライプも開催します。収集
品目などは下記の拠点収集&フードドライプと同様です。ご協
力をお願いします。

f避車場数台ありル送不可/-̶時は入場制限をbう場合あ
り/荒天中止/持ち帰り用̶などは各自で用意してください

靴・かばん・ペルト類・ぬいぐるみ・食用油の

;・・ °レ: &お'― ,

・ s !-, ;=;

»:

��

廣職れた.穴が開いた物、車輪の付いたかばん、ゴルフパ
ップ、スーツケース、長靴.スパイワ・スリッバ・人形
などは収集できません/食用油はペツトポトル・缶等に
入れてお持ち<ださい

フ’ts玲ラザダ
家庭で余っている、米(ぼ1年以内)、缶語、瓶詰、虚味料、

乾物、飲料、お菓子、インスヲント・レトルト食品などで、
賞味期限が1か月以上あり未開封のものをお持ち<ださい。必
要とされる方へ届けます。 .
民’3市社会福祉協議会では、食品の寄附を随時受け付けていま
す。̶にお電話のうえ、お時ち<ださい

遥同協達会nの4力324 -831 1
̶ごみ減量推進課せの42) 300-5303



令和3年12月1日号

有害ごみ収集の年内最終sにごミ̶<ださい

部地域の有害ごみ収集の年内最終日は、12月前半(下表参照)で
す。出し忘れのないようにご注意ください。

⑤ンhF本町.本多.東恋ケ窒.東p倉すス,N終じ12月8日(水)

, よら"-R :レ：--:卜■.

粗大ごみの收集は申込制《有料)です

o年内収集の申し込み締め切りBは、市内全域12月20B(月)

021 s(火)～28日(火)の申し込みは令和4年1月4S (火)以降の収集

s3 ii粗大ごみ受付センヲーnの42)538-1153. Eの42)538-11 50

'<・:・ 令和4年度

ごみ・りサイタルカレンター

令和4年3月中旬に全p配布予定のごみ.リサイクルカレン

ダーに掲載する広告を募集します。

〔ほ露12月2日(木)～17日(金)

[口 ■激枠

ほ1枠(縱2.5mx横10m)5万円

旧応募多数の場合は、公共的団体、次に市内事業所を優先。それ

でも多し、場合は抽選。版下原稿等の作成に係る経費は広告主が

負月/広告内容は、市有料広告掲載取扱要綱をご覧<ださい。

詳しくは環境対策課(市役所第6庁舎)へお問い合わせください

̶環境対策課nの42) 300-5300



令和3年12月15日号

のご �

»J II

二み.
̶地区資̶の̶jもやせるごみもmないごみ資葱プラスチツクペツトポトルピン-カンタンポール せん定技 有害二み

東元町.
西w町

南町・
泉町

本町・
本多

東恋ケ窒.
東p窟

西恋ケ窒-
日吉町

収集日

年末最終

本.■-

その他の紙
衣類.布類

新園紙・

̶園始

年末最終

̶園始

年末最終

̶関始

年末最終

12月30日(木)

1月60体)

12s 30日休)

1月68(木)

12月30日(木)

1月68(木)

12月30日(木)

12月278旧)

1月10B(祝)

12月27日旧)

1月178旧)

12月28B(火)

1月11日(火)

12月21日(火)

12月28日(火)

1月46(火}

12月28日(火)

1月4日(火)

12@24B《金)

12月22B(水)

1月5日ば)

12月22日(水)

1月5日(水)

12g22日(水)

牛乳バック類

12月24日(金)12月28日(火)12月28日(火)12月2gg(水)12月29g(水)12月24日(金)12月24B(金)

1月7s(金)

12月24日(金)

戸

4

富士本
内藤
光町

̶廣始

年末最終

̶関始

年末最終

1月6B (木)

12月28s (火)

1月4日(火)

12月288 (火)

1月4B(火)

12月30日(木)

1月138体)

12月23日休)

g木町・
西町

̶園始

年末最終

��始

年末最終

̶園始

1月4g (火)

12月28B (火)

1月4B (火)

12g288(火)

1月4日(火)

1月6B体)

12月17日(金)

1月7日(金}

12月24日(金)

1月78(金)

12月27日旧)

1月108(祝)

12月27日旧)

旧losqg)

12月30白(木)

1月6日(木)

12月308体}

1月58(水)

12月22B(水)

1月5BW

12H29B(*>

1月12BW

12月29B(水)

1月12s(水)

12月298(水)

1月12日ば)

12g29日(水)

1月14日(金)1月1旧(火)1月11日(火)1月26Bば)1月12g(水)1月14B(金) 1月7日(金)

12月24B(金)12月21日(火)12月29B(水)12月29日ば)12月29日(水)12用24日(金)12月24日(金)

1月7日(金) 1月4B(火)1月12日(水)1H26B(.'J<)1月12B(水)1月14日(金) 1月7B(金》

12月30s(木)12月21B(火)12月21日(火)終了しでいます12月29B(水)12月24日(金)12月24日(金>

1g130(木)1g4s(火)1g40(火)1H5B(*) 旧12日(水)1g14s(金)1H7B(a>

12g23日(木)12g28日(火)12g22日(水)終了しています12目29S(水)12目240(金)12g24g(金)

1月6B(木)1月118(火) 1月5B(水) 1月58《水)1月12日(水)1月14日(金) 1月7B(金》

12月28日(火)12月27日(月)12月27日旧)12月15日(水)12月22日(水)12月23日体)12月30日休)

1H11B(i*:)1月108(祝)1月losm)1月12日(水)1月5B(水)1月6日体)1月13日(木>

12月21B(火)12月20日(月)12月30日体)12月15日(水)12月22日(水)12月23日(木)12月30日体}

1@4Sけ)IgloB(恥1g13日体)1目12BW lfl5B(*>1S6日体)1g13日体}

12月27白(月)12月20B(月)12月208(月)12月22B(水)12月22日(水)12月23日(木)12月308(木}

1月10B(祝)1月10日(祝)1月10B(祝)1月19Bぼ) 1月5B(水) 1月6B体)1月13日体}

12月20日旧)12月27B旧)12月23日(木)12月22B(水)12月22B(水)12月23日(木)12月30日体)

'月7B(金} 1月6S(木)1月12白(水)1月103(祝)1月10S(祝) 1g60体)1目198(水)1g56(水)1g66(木)1g130休)

春粗大ごみ(巧料)s; .
ぼる,粗大ごみ受付センヲーれ(042)538 1153
③(042)538-1150※粗大ごみは市Hpからも申し込み可

日吉町.光町.富士本.内藤

泉町.p倉.西恋ケ蓮

東ュ町’西元町・南町

本町.本多.東恋ケ窒

西町.高木町.北町.新町.
並木町・東戸倉

20B旧)

X21s(火)～
28日(火)の
申し込みは
年始の収集

21B (火)

22B (*)

23日(木)

24日(金)

4日(火)

5B (水)

6 s (木)

7B (金)

珍し尿<み取り�朋

s Iを環境対策課B (042) 300-5300

口1便禮2,000円

※仮まトイレは1便槽10,000円(前納制)

:, , " . s.' = 27B(月)

e , tf - 1' s 28日(火)

;, " - i" 'u S 4B(火)

̃ -サ‘ヤ, ： 5B(水)

拳資源物の拠点収集
る:ごみ減量推進速nの42) 300 5303

B>. S

28日(火)4日(火)

�

27日(A) 10s(恥

s粗大ごみ処理券は申し込み後に購入してください/多重の場合は数回に分けて収
集する場合あり/事業系の二みは収集不可

ぐ.#点各施まの開館時間内に出して<ださし

ごみ・資源物は収集日の午前8時30分までに出して<ださい

□J⑨4̶回ロサロ
̶ごみ減量推進課れの42) 300ろ303

譲つで

<ださし、
子どち用品、自転車、家具、家電、楽器

ペピーカーA型、ペピーペッド、アコーディ

譲りますオン、正月飾り.破魔矢、スキー板.ストッ
ワ、植木鉢、大人用自転車、男児用衣類

品物は日々変動か’あります。具体的な品名や最新の情

報は市HH�旧1002183をご覧し、ただくか、お問い合
わせぐださい。

旧讓渡は無料です。当事者間でやり取りしてください
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令和4年1月15日号

□』⑧が,回 I̶1̶ir�lI

譲つて
ください

譲ります

子ども用品、自転車、家具、家電、楽器

電気ス�、ープ、ホツトカーペット、テレピ台、
ペピーチェアー、大人用おむつカパー(未使

用品)、130⑩までの男児用衣類、子ども用

自転車、植木鉢、ペット用サーワル、望遠鏡

品物はB々変動があります。具体的な品名や最新の情報は市
Hpl⑧ま⑨002183を二賞いただ〈か、お問い合わせ〈ださい。
圈譲渡は無料です。当事者間でやり取りしてください

⑧̶ざ-. =i>- -
s s -

(is I!

»Is;

s

靴・かばん・ペルト類*ぬいぐるみ・食用油の

しパ1-‘'おお へ
= S '-!''.・'-, を

3 a ": : ・・,

̶ごみ減量推進課eの42) 300-5303

令和4年2月15日号

□』⑨ィタルョnチ � �

譲って
<ださい 子ども用品、自転車、家真、家電、楽器

電気ケトル、お茶引き機、事務用いす、学
譲ります習机、琴、テニスラケット、すのこ(就寝

用》、乳児用布団セットほか

品目は日々変動があります。具体的な品名や最新の情報
は市ドド摩了をを⑧002183をご覧いただくか、お問い合わせ
<ださし、。

をミ譲渡は無料です。当事者間でやり取りしてください

⑩Mざ>.・

S S ' - ',--,

ik S

算璧車場数台あり/配送不可/混雑時は入場制限を行ラ場
合あり/荒天中止

靴・かばん・ペルト類・ぬいぐるみ・食用油の

° v 二 ◎フロ ■̶プ'シ

gi破れた.穴が開いた物、車輸の付いたかばん、ゴルフバ
ップ、スーツケース、長靴.スパイワ・スリッバ・人形
などは収集できません/食用油はペットポトル・缶等に
入れてお持ち<ださい

家庭で余っている、米(生産1年以内)、缶詰、瓶詰、逸味
料、乾物、飲料、お棄子、インスヲント・レトルト食品な
どで、賞味期限が1か月以上あり未開封のものをお持ちくだ
さい。必要とされる方へ届けます。

をき市社会福祉協議会では、随時受け付けています。事前に
お電。まのうえ、お持ちください

を旧協議会⑦ゆ42)324 831 1

̶ごみ減量推進課⑦の42)300-5303
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ね葉’発行：環境対策課ごみ減量推進課
住所：T185-0013国分寺市西恋ケ窒4 9-8
TEL:の42) 300-5300 (環境対策速)

の42) 300-5303 (ごみ減量推造課)
(042)328-2191 (環境対策■境対策係)

FAX:めぬ)326-4410

令和3年10月15日号特集号

ご )
4�

・ '; �
>

�」', ン

凡 プ ソ

'�し�ゾ、■」-�ンJ -� ................j1バ
ごみ・資源物の収集量の推移
令和2年度のごみ.資源物の収集量は、市全体で29,261tになり、前年度よりも増加しました。主な内訳別では、もやせる

ごみが約1.9%減少、もやせないごみが約9.1%増加、粗大ごみが約16.0%増加しています。事業系ごみ排出量の減少がもやせ
るごみの減少の要因となっており、また、市民の生活様式の変化が、もやせないごみや粗大ごみの増加の要因と考えられ、新
型コロナウィルス感染症が布全体のごみ.資源物収集量にも影響を及ぼしたものと考えられます。
令和2年度からはペットポトルが、令年度からはせん定枝.落ち葉.下草の戸別収集が開始しています。令後ともごみと資

源の分別により、ごみ減量’資源化へのご協力をお願いします。

令和2年度のこみ・資源物の流れと処理費用 ()内は令和元(平成31)年度比

ごみ・資源物量29, 261t (1,80/0増) 1人1日634.1gの.90/0増)

ごみ処理経費糸2フ億153万円 ごみ処理経費約21, 226円ズ人
※施没維持管理等減価を行い算出しているため、令和2年度一般会せ決算額とは異なります

r 、-

もやせるごみ1ら.942t(1.9%滅)

'\.

ちやせないごみ 1,86らt(9.1%増)
租大ごみ 1.*0バ(16力％埋)
有害ごみ(蛍光菅.乾電池).i.6t(4ら％増)
資通プラスチッワゆ230ノt(L9%滅)
ビン・カン <�aai ',514tほフ％塘)

ペットポトル2‘ン・t。us%増)
衣類.布類 7ゆ(;8ぶ％増)
紙燈 4,11財(ら.1%増)
せん定枝 , g3t(1ん2%増)

ノ,

ホ学校、保育園より
した絵食残さ, 生

い肥化生ごみ

収集・運搬業務委託費約1 3億6,933万円

中間処理費約9億158万円

gで行っている主な処理

焼却処理:ちやせるごみと細 ,
かく砕いた木製の粗大ごみ),'-,f; -'' ・" '

を焼却してい宏す。 , , .. y
焼却重’8ス42t('8g%増) �

国分寺市清掃センヲーで行っている主な処理

R枠処理：玩具等のプラスチック製品や木をの粗大ごみを細かぐ砕いています。

選別.分解:ちやせないごみや粗大ごみ等から資源化可能なものを道Bjし圭す。
圧 g:資源プラスチックやカン等を圧維し、運搬しやすいよう加ェします。

公共施没等の拠点収集事業で收
集した資源物

-Mt(ら1%減)

陶磁器

小型家曙

ぬいぐるみ-

p6t(+0)
6t(?0 0%増)

;Ot(9.-%M)
かばん蛋

サ(6ん0%減)
2t(±G)

め■め嚴y

廃食用油

コンタワトレンズ空ケース

27kg(ギめ)

�■美

有価物地域回収寧業(集団回収)
Ikより収集した資源物

2,97UQ0%減)

最終処理費約4億3,062万円

巧ポたミェ域資⑤循をぎき
ニニセメント化容まで行つて1い'るまなぽ

ェコセメント化：焼却灰を原料にセメント
(ェコセメント)を作つています。

ェコセメントの原料となった妓却灰の重
-,768t(5./%K)

※現在、ツ塚処分場への不
燃物の搬出、埋立はf了って

おりません。 l;i

\-

�

【民問の再資源化業者等】
小型家電引渡量 25け(1S?%塘)

細かく砕いた不燃物弓I'g量"78t()1.4%a>

ガフス陶礎器く mj渡量’05t(25.0%増)

不燃性粗大ごみ弓:s» 85t(286.4%)8)

布団弓涯量 26t(KBt)

金属類引溶量 91St(K.6%)8)

蛍光管.乾電池 46t(4.6%)8)

使い捨てライヲ等 33t(b60%増》

ぬいぐるみ’かばん翔9t(64 0%減)

與食用油 ?t(+0)

コンラワトレンだケース2 ノkg出明

r べ 1

【g器包装リサイワル協会】

プフスチックg器などをぜ造販

売しでいる事業者が負押した費

用レより、国が定めた掲定法人

容器s装Jサイワル協会を通じ

再每品化をしています。

資源プラスチッワ引渡璽

ン0ジサ0 3ム％増)

【民間の再資源化業者】

ペットポトル弓涯量

衣類.布策引渡量

■弓渡璽

せん走技弓ぼ量

たい肥化重

204t()'25%18)

フ14t(18.0%塘)

お’ね(ら.‘％埋)rff"
193t(M2%塘)el ,
；74t (ら.'％滅)

,-k、

̶

有価物地域回政事業(集団回収)により収集したg類、衣類、

カン等引渡量

ス9/'tり力％激)

\
I

・I 'J.,t:

ちやせるごみ(1kg)
69円

©
1kg-炊いたお米

約7合分

ピン{1kg)
45円

1kgピール瓶沖)
約2本の重さ

ちやせないごみ(1kg)
199円

ysc

I灯油I

1kg 口油ポリタンワ
1個分の重さ

カンdkg)
122R

�ne笠。二のなミ

紙・ほけkg)
. 59円

1kg A4用紙250枚、ま
たは大人用トレーナー2
枚を束ねた重さ

ペットポトル(1kg)
220円

4
;ズ・ヴ1kg=2e用ペットポ
！[れ トル約17本

‘ w の重さ ・I

令和2年度の家庭ごみ有料化に洋ろ処理手数料收入の使い道

廃棄物処理手数料(収入)

(家庭ごみ有料袋分)

2億1.83〇万7千円 j©
⑩

公共施ぶg備基金(炎)

9,953万1千円

※公共施没整備基金…将
来、建まするごみゆ理

施ぶなどの公共施没整

備レなど使用するため
の基金

有料化関係経費9力74万1千円
①有料袋作成代

②有料袋の受注.保管.紀送委ま代
③有料袋販売委託代など

-為
を

生二み処�器購̶成金288万9干円へ.&
家庭で生ごみ処理機器を講入する際レ、代"u-.�

、をの■"した■ あ

たい肥化事業費用1,139万4千円 ",.
生ごみやせん定枝からたい0sを作成す «('-
るための費用 �ムタk_

太陽光発曙機助成金775万2千円 �RtK?-
家庭で太隔光発電糖を購入する際に、 l-,a
代金の一部を交付した助成金 \

を

ごみや資源物は収集日の朝8時30分までにお出しください

I
I

r
.
-
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ごみ減量リサイクルだより @
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在宅医療での使用済み注射針など、感染症を有する恐れのあるものは、市で収集.処理できません。 I

また、使用済みの注射針などを[もやせないごみjや「資源プラスチッワjに混ぜて出すことは、収集作業員等の怪我や

感染症につながる恐れがあります。 ,,..,,..

在宅医療での使用済み注射針は、病院や診療所または右記のf使用済み注射針回収薬局jステッカ �
r"

一掲示のある薬局へ返却<ださい。

[資源プラスチック」に混入
していた在宅医療廣棄物

Aわ―
p'f l.t �

み9.9
x

¦a¦
かh

モ・-̶,:ま
使用済みの点滴用注射針など

�デ

夕

.. Q

yn IT

r-�.

ソ

Hi'

使用済み注射針を回収している
薬局での掲示ステッカー

j

国分寺市災害鹿棄糖処理計画(案)

パプリック・コメント億見提出手続き)、市民謝明会の実胞
広<市民の皆さんの意見を伺うため、バプリック’コメントと説明会を実施します

I国分寺市災害廃棄物処理計画《案》■

:災害時に発生する廃棄物の処理を適正かつ:
I迅速に行うこと等を目的とした3画(案)■

・\公表.募集期園：10月8B (金)から11月88 (月)まで

市民説明会

E(10月) 時間 会場

16(±)午前10時から11時市役所書庫棟会護室

18(月)午後7時から8時
IjわおレBHレ

(cocobunj WEST5陷J

定員

18A

50人

*直接会場へお越し<ださい

公表場所：①環境対策課(清掃センター1階受付窓口)②オープナー(市役所第4庁舎横

附属棟)③cocobunji市民サーピス〕ーナー(cocobunji WEST5階)④国分寺市
国立駅前市民サーピスコーナー(国立駅前くにたち.こくぶんじ市民プラザ内)⑤各地
域センター⑥福祉センヲー⑦洛公民館⑥本多図書館駅前分館⑨恋ケ窒因書館⑩
光図書館⑨市ホームページ

※閉庁B.休館日にご注意くださし1。

意見を提出できる方：①市内に在住の方、②市内に在勤又は在学の方、③市内で事業活動
又は公益的な活動をされている方や団体、④本市に納税義務のある方や団体、⑤当る案件
に利害関係のある方や団体

意見の提出方法及び提出先

.郵送、慈口 ： T 185-0013国分寺市西恋ケ窒4-9-8

国分寺市建ま環境部環境対策ぼ庶務係

.フアクシミリ：042-326-4410

・電子メージレ：kankyoutaisaku@dty.kokubunji.tokyo.jp
4s [意見」のほかf件名」、[氏名.住所j (団体にあっては、『名称.代表者名.事務所等
の所在地J)と上記の①から⑤のいずれかに該当することを明gしてくださし1。

= ='

殺落ち葉や下草を入れた袋の中に、加ェ木材を含むもやせるごみやピン・カン・ペットポトルなどの異物の混入が進認された場合
は収集できません

を⑩aェ木材を含むもやせるごみ.ピン・カン・ペットポトルなどは分別して、それぞれの収集日に出してください

①石・土など異物を取り除く

か

②透明・半透明(45ぐまで)
の袋に入れる

\

③せん定枝の旧集日

朝8時30分までに出す

a"ミ・rf

s,
1.

使用したマスク・使い捨て手袋等は, 一旦̃紙や袋で包んでからfちやせるごみj
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新型コロナウィルス感染症の影響に伴い中止となった国分寺環境まつりに代わ
り、本年度は、清掃センターにて「リサイクル家具販売会&もったいない食器市j
を開催します。ふるってご参加<ださい！

■開催概要

春開催場所：国分寺市清掃センヲー(西恋ケ窒四丁目9番地8)

♦開催日時：令和3年12月5日(日)午前10時から正午まで

♦イペント内容(予定)・リサイワル家更販売会、もったいない食器市、臨時拠点

収集(靴、かばん、ペルト類、ぬいぐるみ、食用油)、フードドライプ(賞味期
限が1か月以上ある末開封食品の収集)

卷注意事項

-新型コロナウィルス感染症対策をお願いいたします

(マスワ着用、検溫、アルコール消毒、ソーシヤルディスタンスの確保)

-荒天中止/駐車場数台あり/配送不可/混雑時は入場制限を行う場合あり
・持帰り用の袋等は各自でご用意ください

s野市・国分寺市・小金キ市まパ清流環境組合合同事業

キヤンペ…ン'‘⑤サ

- ◎
I -・・:A(-

-⑩

令和3年10月1Bから12月28Bまで
お持ちいただいた方にマイパック進呈！(数に限りがあります)

昨年度、浅川清流環境組合可燃ごみ処理施るで、もやせるごみの中に水銀使用製品
が混入していたことにより、排ガス中水銀濃度が一時的に公害防止基準値を超えると
いう深刻な事態が'ありました。水銀等の有害ごみが他のごみに混入すると作業や環境
に与える影響は甚大です。そこで令一度、分別の重要性について考えるきっかけとし
ていただ<ため、本年度も水銀製品の回収キャンペーンを実施いたします。

・回収対象品目

ご家庭で眠っている体溫計、温度計、血圧計、容器に入った水銀などの水銀含有製品
※アルコール式のもの(液体が赤色、菅色等)、雷子式のものは対象外
※事業所で使用したあのは対象外
園回収場所

①清掃センター②市役所第1庁舎③cocobunjjプラザ5階④いずみプラザ
⑤国立駅前市民サーピスコーナー⑥各地域センター

I

靴.かばん.ペルト類.ぬいぐるみ.食用油の

&ヲnpF94ヲ
圈内藤地域センター
固10月26日(火)午前9時から

午前11時まで

n A

『ードドライプ
旧1階レディースファッション雑貨売場

(※当日直接会場へ)
回10月25日(月)から10月31B旧)

午前10時から午後8時まで

m拠点収集は実施していません

國拠点収集の対象品目

靴.かばん.ペルト類.ぬいぐるみ.食用油
詞破れた.穴が開いた物、車輪の付いたかばん、

ゴルフバップ、スーツケス、長靴.スバイク.

スリツパ、人形などは収集できません/食用油

は蓋ができるペツトポトル・缶等に入れてお持
ち<ださい

■フードドライプの対象品目

家庭で余っている米(生産1年以内)、缶さ、瓶ま、
調味料、乾物、飲料、お菓子、インスタント-レ
トルト食品などで、賞味期限が1か月以上あり未
開封のもの

巧(社福)国分寺市杜会福祉協議会では常時受付を
しています。来所前にお電。まぐださい。

置同協議会nの42) 324 8311

,,-f,

フードロスを防ぐための取り組みとし

て、10月1日から国分寺市商ェ会、市

内のリサイワル協力店、コンピニェンス

ストア等と協力し「てまえどりキヤンペ

ーン」を実施しています。

'焼却(野焼き)は禁止されています

野焼きは、伝統行事などを除き、都

条例などで原則禁止されています。焼
却による煙やガスは、ダイオキシンや

ばい煙による大気汚染の原因となるだ

けではなく、煙やその悪臭が近隣住民

にとって大きな迷惑となります。

紙類などは燃やさず、紙資源として

活用し、家庭や事業所から出るごみは、

分別方法を守って決められた日に捨て

ましよう。

庭木や雜草などは適正に管理しましよう

庭木や雑草など、隣接地に越境する

ことは、近隣トラプルの原因となりま

す。

また、敷地内の雑草を放置すること

で、害虫の発生や、火災の発生原因と

なることも考えられます。

敷地内の庭木のせん定や除草を定期

的に実施し、近隣や地域の方々の迷惑

とならないよう適正に管理しましよう。

ポイ播て、不法役棄はできません

まちの美化を図るとともに、快適で
安全な生活環境を確保するため、「国分
寺市ポイ捨ての防止及び路上喫煙の規
制に関する条例jにおいて、市内でポ
イ捨てをすることはできません。

また、ごみの不法投棄は「廃棄物の
処理及び清掃に関する法律jで禁止さ
れています。違反をすると5年以下の
懲役又は1,00〇万円(法人には3億円)
以下の』金がi4せられます。

ペットポトル・食品トレー・牛乳パックは, なるべく自主回奴容器設置店にお持ちください
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Reduce Reuse Recycle

3Rを推進しましよラ
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ごみ減量リサイクルだより

国分寺

ど象ダイェツトかわらmわ

第26号

浅川清流環境組合

可',.,、ごJli
LIJ7tf-h

設見学

e

&旧1015日y-

-発行：建3環境部ごみ減量推

進讓

-編集：国分寺市廃棄物減量等

推進委員会

‘連絡先：建設環境部ごみ減量

推進ま0(042)300-53の

かわらばん編集委貢は、日野市1

国分寺市、小金井市共同の浅川

清流環境組合可燃ごみ処理施ま

を見学しましたので、本号でリ

ポートします。(7月】S日見学)

①胞設画通の状況

施設は、浅川と多摩川が合流する手前に

ある。施設の前の根川沿いに桜並木が続

<緑豊かで静かな立地だ。白い煙突と白

い建物が青空に良く映える。

近<で見ると思ったより煙突が太ぐ高い。

6階建の建物にも圧倒される感じがする。

施設のェントランスには公害防止情報表

示盤が設置され、煙突どてど,.'-‘レ'f--'"'*�
から出る排ガスの測 .::.:.. a v

定値を表示している。 ..

施まの入口付近

④ごみピット

巨大なごみピットは、4階の見学者通路か

ら一望できる。ごみ袋の破袋前は3市の色

とりどりの袋が混在し意外にカラフルだ。

ここには最大約7 B分のごみが貯められる。

ごみは、最大5トンr .
のごみが据める自動.

運転のごみワレーン .;
により破袋と拡散後.* ■ ・% „
焼却炉に投入される。 ごみピットの見学

⑦煙突と環境対策

有害物質を除去した排ガスは、高さ85m

の煙突から排出される。かが2つあるた

め内筒も2本ある。煙突の中には頂上ま

で階段があり、見学も可能とのこと。

排ガスに含まれる有害物質濃度は、全国卜

ップレペルの厳しい自主

規制値をワリアしている。

屋上には太陽光発電パネ

ルや屋上庭園をまけて環と、
境にも十分配慮してし、る。いぺ

fcArf.. e
高さ85mの大埋突

②見学者向け施設

'見学者は、6階̶4階の順に見学する。

6階には、施設の大きな模型、ェコセメ

ント製品、資料などの展示がある。

‘会議室は最大120人収容でき、団体見学

者に対するごみ処理のぶ明や施。ら紹介ピ

デオの上映などをむっている。

'4階は、見学者通路から各設備の見学が

でき、ごみ臭体験室、 , -

発電体験コーナーでは ’.ン
貴重な体験もできる。,.. '

さま室でのピデオ上映

⑤焼却炉・中央翻御室

-焼却炉は施設の心臓部。1日114トンの

焼却能力のある焼却かを2かま置。炉内

は、850度以上の高温でごみを完全燃焼

させ、有害物質の発生を抑制している。

-中央制御室(4階)は、施設内の各段備

の稼働状況を24時間監視。焼却炉の燃焼

状況などは、中央制御室 _

前のモニヲーでも見られ :'";,
る。

焼却炉のモタ

p.

問1

答

問2

答

問3

答

問4

答

⑤プラットホーム

3市のごみ収集車は、多摩川沿いの道路

から入場し、3階のプフットホームでご

みピットにごみを投入する。1日平均約

200～250台の収集車が入場してし、る。

'ごみ投入扉には、日野市に縁の新撰組の

袖の模様や3市の市

の鳥に指定されてい ’

るカワセミが描か,' ・'' '

れ、3市共同施没を�/' \,1パ̃
表現している。 ：‘ �

‘. わ

プフツトホム

⑥蒸第ターピン発電

-ごみの焼却で発生した熱を利用して高圧

蒸気を発生させ、ワーピンを回して発電

している。

-見学者通路の壁にリアルタイムで発電量

が表示されている。

-見学時の発電量は、約5 ,

千Kwで施設内利用が27

%.売電が73%だった。

蒸気タピン

令和2年度の可燃ごみの総搬入量と各市の搬入量を教えてください。

令和2年度の総搬入量は、約64,000tです。内ぶは、日野市約31.000t(約48%)

国分寺市約1Aooot (約30%)、小金井市約1Aooot (約22%)です。
令和2年度の搬入量は、新型コロナの彰響でサ画より増えましたか？
具体的に新型コロナの影響かどうかは不明ですが、想定した量よりは増えています。

施段の両側が大きな川ですが、水害などの心配はありませんか？

ハザードマップでは、3～5mの浸水が想定されているため、地盤の1m嵩(かさ)上げ、2mの

止水板のぶ置、重要なぶ備は4m以上の高さレ配置等の対策を講じてし、ます。
国分寺市民への要望事項等があればお願し、します。
可燃ごみ以外のごみが混入すると没備の故障や事放につながり、施設が停止することがあります。
施ぶが停止すると3市の市民がごみを廃棄できなくなるので、ごみの分別の徹底、特に水銀など
の有害ごみが混入しないようご協力をお願いします。

s'i

;可燃ごみへの混入例s

i

ガ

スマートフオンe�ss.rLU�;

石油ストプ

[注]本号し掲戴した写真の部はまM清巧環境
組合から提供していただきました。

3市と浅川清ず還境組合共催の「水銀回収キャンペーンjに参加しましよう。詳細は、前ページをご覧ください
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編集・発行：環境対策課ごみ減量推進課
住所：〒185-0013国分寺市西恋ケ窒4-9-8
TEL:の42) 300-5300 (環境対策課)

(042) 300-53の(ごみ減霊推進課)
(042)328-2191 (環境対策課�策係)

FAX :の42) 326-4410

令和4年3月15日号特集号

s Sf It a
國

1

大規模災害(地震や風水害等)において、平時の数年から数十年分に相当する大量の災害廃棄物が一時に発生し、

その処理が自治体の大きな課題となっています。

令後発生が予想される大規模災害による被害を抑止.軽減するための災害予防、発生した災害廃棄物等の処理を

適正かつ迅速に行ラための応急対策、復旧.復興対策を円滑に実施するための体制構築を目的に「国分寺市災害廃
棄物処理計画jを策定しました。

本計画の位置付:は 本許頃にお！̶ま夕̶奄

'・<

災-廃棄物処理法 �ぐ

基本方斜旧境大臣)

整備ホ画

災害対策基本法
■■で»*)ai«!ti«aNai

_�<>__
防災基本ホ画

(ぼぼではぼ基ホw)

0
環境省防災̶ホ画

0

対策指針災害

大規̶害お時における
災害廃棄物対策b動職錬物対策b動職

-1-.

;

-�

大規̶害お時における
災害廃棄物対策行動ゴ画

・:-;

.-./

東京都地域防災計画

らザ災ぶ庚動被どあ十.@

才 t
-sa,ヴンぎ'K, $,tヴ・--,る

ス:.スg.ぢユウンモパ

・; \ �;デン,フ,パリ:ノ-

;・».・・・;-i-9ifr.».->.-ji

・・・;;'・・・.

国分寺市災害鹿■■サ匿

!';:!: r

初動期

h ] Iミで

発災から1時間後

発災後1時間
から24時間

発災後24時間

から72時問

発災後約1週問

!(' ・,:

・庁内体制の整備

発災から約1か月

応急対応期発災から6か月

復旧.復興期発災から3�ぽ

'ごみ収集、集積計画、し尿処理計画の策定

-ごみ.がれき地域集積所、仮置場の確保

.がれき処理計画策定

-自区域内における関係主体、都外自治体、関係機

関との連携

・地域集積所の設麗

-生活ごみ、避難所ごみ、し尿処�施

・仮置場の設置.運営

-自区域内における被災状玩の集約

-災害廃棄物の発生量、処理量、処理可能量(暫定値)

の算定

-市民への広報

-環境モニワリンプの実施

’廃棄物処理施ぶの点検等

-公費解体の受付に向けた準備

・災害廃棄物の基本方針、災害廃棄物処理実b計画

の策定

‘処埋の進行普理等

-災害廃棄物の発生量、要処理量、処理可能量の見

直し

-市民への広報

-建物損壊に伴う廃棄物の処理、公費解体の受付、

解体ェ事

-環境モニタリンヴの実施等

・災害廃棄物の発生量、要処理量、処理可能重の見

直し

'市民への広報

-建物損壊に伴ろ廃棄物の処埋、公費解体

-環境モータリンヴの実施

・国庫補助金対応等

⑩巧4ジル回 l.......てn 1̶V-̶

譲って
<ださし'

子ども用品、自転車、家具、家電、楽器

譲ります

お茶挽き機、学習化姿見、机、ロフト

ペッド、ペピーカー各種、琴、?L!Sffiffiffi.

すのこ、カーペット、衣装ケース、洋服

ダンス、�用@@、シーリングライトなど

旧華品物は日々変動があります。具体的な品名や最新

の情報は市H0��1002183をご覧いただ<
か、ごみ減重推進ぼへお問い合わせください。

�ごみ減量推進課⑦め42) 300-5303

爆譲渡は無料です。受け渡し等についで才、当耗

間でやり取りしていただきます。

■海

シごデ'ン を.
m. … *ズ

麺

盤駐車場数台あり/配送不可/混雑時

は入場制限をbう場合あり/荒天中止

E
ダ .„<・

I E

I

K

附■かばん,ペルト類・めいぐるみ・食用油の

;< - i' ・ ；お .‘,

¦S";かレれ 、
め我-,? " � = 'ガ・ぢ
i»ift &.i.,>-r

‘ ▲レ。* ノ
♦拠点収集

旧やぶれた-穴か駕しずこ物、車輪の付いたがよん、ゴルフバッ
プ、スツケス、長靴、スバイワ、スリッバ、人形などは収
集できません。

食用油はペットポトル'缶などに入れてお持ち<ださい。
春フードドライプ

家庭で余っている、米、缶詰、瓶括、調味料、乾物、飲料、
お棄子、インスタント・レトルト食岳などで、g昧期限が
1か月以上あり来開封のものをお持ちください。必要と
される方へ届けます。

跡社会福祉協議会てサ食品の■を随時受け付けてLホす。
事前にお電ぜのうえ、お持ちください。

京同協盡会n (042)324-8311

ごみや資源物は収集日の朝8時30分までにお出しください

/

"
"
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◎ ごみ減量リサイクルだより
4-3-15市役所nの42)325-0111
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3市ごみ減置推進市民会議とは
3市ごみ減量推進市民会議は、平成30年4月20 S付[3市ごみ減量推進市民会議設置に関する協定書jに基づき、平成30年7月24日に段置

されました。以来、3市の市民がごみ減量プループと情報発f5等プループニつの分科会に分かれて検がや意見交換等を続けてし、ます。

< <

1ごみ減量施策プループ

.3市の焼却ごみ量(可燃ごみ)ゼDを最終目標とした、3市の現状を

含むfごみ減量・資源化に向けた重点施策J

・ 「重点施策jをもとに、各市で様々な施策の検討を行うこと

2情報発信・環境学習グループ

・浅j II清流環境組合可燃ごみ処理施設の本格稼働に伴う施設見学で
の児童等べの啓発

・可燃二み処理施没の現況や、ごみ減量等に関する情報発伝の推進
・ 3市の市長から市民に向けたメッセージ

.3市市民会漠としてのメッセージ

3市ごみ減量推進市民会蒸からのメッセージ

3市連携レ更なる可燃ごみの滅量を！
3市共同可燃ごみ処理施没が、令和2年4月から本格稼働しました。ごみ処理の広域化は、コストの削減などのメリットがあ

る反面、施没周辺の皆様には、焼却量の増力D、運搬車両の増加等の影響もあり、ご負押をお掛けしています。この施没の共同利
用には.施ま周辺皆様の二速解'ご協力があって成り立っております。

私たち3市ごみ減量推進市民会議(以下f市民会議」とし、う。)は、3市の市民を代表し、施没周辺の皆様に、改めて深く感謝申
し上げます。令和2年から国内で深刻化した新型コロナウィルスの波状的な感染拡大により、市民生活にも大きな影響力⑧ん
だため、廃棄量は増加してし、ますが、令年度第3四半期までの一人1B当りの排出量は、前年比僅かながら減少いたしました。
3市の皆様には、可燃ごみの減量にご速解とご協力をいただき感謝申し上げます。

D市の皆様、施設周辺の皆様のご負担を少しでも軽減するため、更なる可燃ごみの滅量レ努めましよう」 レJ, ミ・,'.

第2期市民会議では、この2年問の検せ結果について、3市に提出いたしました。(―は上記提案の通り) 没■-'■-さ'へ
市民会盡は、2050年までに3市の焼却ごみをゼロに近づけることを目標とし、引き続き、市民目線でごみ減量施策およぴ施ぼ書を提出しました.

設稼働状況等の3市の皆様への情報提供について、む政にさまざまな提案を行ってまいります。

3市共同処理・共同施策の状況

浅J II清流環境組合可燃ごみ処理施設運営状況
浅川清〉�境組合可燃ごみ処理施ぶへのごみ搬入量比較表 一人当たり搬出量表

B匿市

国分寺市

小金井市

さ計

令和2年度

4月～12月分
(t)

23 ノ 84.36

1ん225,40

1 0フ40.88

48.750.64

令和3年度

4月～12月分

23.261.86

13.496.99

10793.30

4ス552.15

前年度比
(t)

A.522.50

A.728.41

52.42

A 1,198.49

令和2年度 令和3年度
10/1現在人ロー人当たり搬出量10/1現在人口 人当たり搬出量
(A) (t) (A)

B野市 186,992 0.127 187,293

国分寺市 126,432 0.113 127.683

小金井市 123,427 0.087 124,646
合計 436,851 0.112 439.622

(t)
0.124

0.106

0.087

0.108

・稼働関始以来、順調に運転を続けています。 ■一般の方も施ぶを見学することができます(要予約)。

・環境卸定(令和3年4月～12月)：令和3年度は組合が定める公害防止基準値を上回ることはありませんでした。

・ま細は浅)I清デ嚴境組合のウェプサイト(httpsゾたms.upcs.jp/asakawa/)を二駕ください。

水銀回股キヤンペーン

令和2年度に水銀の排出量が基準値を一時的に超えたことに鑑み、その
対策として「水銀回収キヤンペンj等の取り組みを実施しました。令

和3年度も10月1B～12月28Bに実施し、市民の皆様にご協力いただ

いた結果、以下のとおり集まりました。

QS�
国お市
'j\金井市
合計

参考(前回合計)

体浩計 SSat 血圧計その他合st
171

87

55

313

556

5

3

5

13

41

9

7

4

20

42

6

0

1

7

15

191

97

65

353

654

f使い捨てコンタワトケース回収
� 拠点回收3市累計

fc (令和2年8月から令和4年1月末)

.B野市 216.58kg
(空ケース216.580個分)

-国分き市 89.73kg
控ケース89,730個分)

小金井市185.06kg
(空ケース185,060個分)

3市合計491.37kg
(空ケ̶ス49L370個分》

?-ご,■ -,'

フードロスを防ぐための取り組

みとして、国分寺市商ェ会、市内の

リサイクル協力店、コンピニェンス

ストア等と協力し「てまえどりキヤ

ンペーン」を実施しています。

口Jme-'-m

'"'�/""t<�< Si �

B野市長からのメッセージ 国分寺市長からのメッセージ dt金井市長からのメッセージ

浅JI清坑環境組合の可燃ごみ処理施没の本格稼働

開始から、約2年がぜちました。

kの間、施設として安定稼働が出来ていることに

つきまして、施る周辺にお住まいの皆様をはじめ、

ごみの削減にご協力いただいている3市の皆様に改

めて感謝申し上げます。

令後も、共同処理をす了う国分寺市’小金井市とし

っかりと連携し、3市市民会議より提案いただいた

内gを具現化し、持続可能かつ将来的な[ごみゼロ

社会jを目指して、3市でさらなるじみ減重を実現
できるよラ、それぞれの市民のお力もいただきなが

ら、真摯に取り組んでまいります。

弓Iき続きのご協力をよろしくお願いいたします。

浅11清流環境組合可燃じみ処理施没しついては、

令和2年4月の本格稼働から順萌レ運営がbわれてお

りますが、これも施設周辺をはじめB野市民の皆様

のご理解.ご協カレよる賜物と改めて感謝申し上げ

ます。

当市といたしましても、ごみの分別̶と更なる

減量.資源化に緻続して取り組むことで、施没周辺

の環境負荷を低滅し、[清潔で環境にやさしい循環型

都市」を目指してまいります。

国分寺市民、事業者の皆様におかれましては引き

続きご速解とご協力をお願いいたします。

浅j I清筑環境組合可燃ごみ処理施まレつきまして

は、令和2年4月に稼働が開始され、2年が経過しよ

うとしています。この間大きな事故もなく、安定し

た稼働が出来ているkとしつきまして皆様にご報告

するとともに、改めまして、施ホ周辺にお住いの皆

様をはじめとするB野市民の皆様及び関係者の皆様

に深<感謝申し上げます。引き続き小金井市民及ぴ

事業者の皆さんレは、スロガン[循環型都市『ご

みゼロワウン小金井j～ごみを出さないライフスヲ

イルヘ～jのもと、発生抑制を最優先とした3Rを

推進し更なるごみの減量、資源化に取り組んでい

ただくよう、こサ解.ご協力をお願いいたします。

使用したマスク・使い捨て手袋等は、ポイ捨てせず、一旦、紙や袋で包んでから「もやせるごみj
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多摩は一つなリ交流事業f浅川清流環境組合可燃ごみ処理施誰見学とサッカー交流戦jを実施

本市を含む三多摩地域の住民が、お互いに協力'助け合う「三多摩は一つなり」の精神に基づき、ごみを排出する側と最終勉分I

場を受け入れている側との相互理解を深め、もって最終処分場の円滑な運営・推進を図ることを目的に行われている事業で、令i
年度は、11月20日(土)日の出町から旧の出仲良しF(JバパリオーレBの出」混成チームをお招きし、「西国分寺フットポI
ールクラプ」との交流戰を行ラと共に、可燃ごみ処理施設では、sの出町に焼却灰(もやせるごみを焼却し残った灰)を搬出する

まで、もやせるごみ処理の一連の流れを見学いただきました。 J

I
サ―'

矯

らiみ

Bの出町参加者の感想

'サッカーの結果は残念でしたが、貴重な体験ができてよかった。

・ワレーンでかき混ぜる時にごみを落とすのがすごくおもしろかったです

・ごみ発電の能力がすごい。

-ごみの処理のされ方や行き場所、流れを知れて勉強になりました。

～市内から出されているもやぜるごみのゆ<え ・���

'-'̶"・・・.

市内で出されたもやせるごみは、S動市にある可燃ごみ処理施設に運搬し、中間処理をしています。そこで発生した焼却灰I
は、sの出町にあるェコセメント化施設で再資源化をしています。以前は、焼却灰をェコセメント化施設と同じ敷地内にある二 1

ツ塚処分場に全て埋め立てていましたが、多摩地域に新たな処分場の建設用地を確保することが困難であることから、ェコセs
メントとして再生利用することで、ニツ塚処分場を大幅に延命することが巧能となりました。

. I① A.,�#'

可燃ごみ処■設旧野市》
※日殺市、国分寺市、小金井市の3市で共
同処理を行うことを目的とした浅川清

�ぼ組合̶設運営

焼却処理

ちやせるごみを焼却しでし\ます

ェコセメントim設《8の出町)
※本市を含む多摩地域25市1mで構成し
ている東京たま広域資源循環組合が施
設運営

土木'建設ェ事やコンワリート製

品などの資材として再資源化
市内でも道路や下水道のェ事に

利用

ちやせる
ごみ

.„>.らぐ’
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S™™.™....!?

ェロセメント

ム’
$:マク
で_。 , ♦ ./・"

� w I.. /

ごみ処理と薄資源化は処理施設圓道住民の皆さんのご理解とご協力に支えられています

ごみや資源物班理施設は、私たちの生活を維持してい<うえで欠かせない施設です。ェコセメント化施設のある日の出町民
"\

の皆さん、可燃ごみ処理施設のあるB野市民の皆さん、そして、もやせるごみ以外のごみや資源物の処理を行っている清掃セン:

ター周辺地域の皆さんなど、市内で出されたごみや資源物の処理と再資源化は、各施設の周辺住民の皆さんのご理解とご協力;

のもとで安定した処理が実現しています。各施ま周辺の環境負荷軽減のためにも、市民の皆さんには、引き続きごみの滅量、分‘

別の徹底に、二進解、ご協力をお願いします。 I

マニミ, '', ’ -;, ,▲夕■, ,' = - , / - ,< - ‘ =ミ .

春火災・爆発の恐れのあるもの(他のごみや資源物に混入すると収集車両や処■設火災の恐れがあリます。)

;�

；チヲパコモ'(イルルテJ-

小型充電式雷池を取り出せない
小型家雷類

� -夕,ダ タ
スプレー缶カセソトポンペ \《

スプレー缶類 ライクー類

.ホ⑬をきむもo (他のごみや資源物に混入すると処理施設-止の恐れがあります。)

aD
乾電池ボタン雷地

電池類

/・'"'れ-
水銀体溫計水銀血圧け

体温ホ類

有害ごみへ有害

有害ごみでも、ひとまとめにせず、

品目ごと別々の袋に入れて出して<

ださい。

德い例)

スプレー缶類と

ライター類を同

じ袋で出すこと。

‘夕

蛍光だ

ペットポトル・食品トレー・牛乳パツクは1なるべぐ自主回収容器設匿店にお持ちください

1
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Reduce Reuse Recycle

3Rを推進しましよラ

ごみ減量リサイクルだより

国分寺

ど凝ダイェツトかわら"わ

第27号
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A 4 3月15日'ラ

.発行：ごみ滅量推進課

‘編集:国分寺市廃棄物減量等

推進委員会

‘連絡先：ごみ減量推進課

a(042)300-5303

プラ ツごアらししよう！
一4月1日、プラスチツク資源循環促進法施行一

プラスチツク問題とは一世界的な̶一

・プラスチックごみの海洋汚染

不要になったプラスチック製品が、ポイ捨てなどにより川から海に流

れて、海底に沈んだり、海洋をまおしたり、海岸にま着したりします。プ

ラごみは、海岸の景観を損なうだけでなく海の生き物に絡みついたり、

5ミリ以下のマイワロプラスチッワを海の生き物が誤つて食べて死ぬ

など、海の環境や生態系に影響を与えることが懸念されています。

世界全体で年間数百万トンものプラスチツクが

海洋に流出していると推計されており、このまま

では2050年までに魚の量を上回る量のプフスチツ

ワごみが海洋を占めると予港jされています。

ツ/

It
クAb

♦地�暖化の問題

プラスチッワは、燃やすと地球温暖化の原因と

なる二酸化炭素に02)を多〈発生します。地球

温暖化は、猛暑や記録的豪雨など地球規模の気候

変動を起こすとされています。

♦資源枯渴の問題

プラスチツクの原料である石油は有限であるた

め、不要なプラスチックの使用は資源の枯渇につ

ながります。

海を漂うプフごみ

ャき
<ぐ,を-

プフごみ量>魚の廣

ぬ

' y -«, -°

■をが‘で

地球溫暖化

プラスチツク資源循環*法の概要

プラスチツワ資源循環促進法は、プラスチツワ製品のまサから最終処理ま

Iで、ライフサイワルにおける3 R + RenewabLe(再生可能)を促進しようといI
iう法律で、4月1 8に施行されます。

私たちも、ライフスタイルを見直しプラごみを滅らしましよう。

⑦製造段階-プラ製品の設計を環境配慮型に転換-

・プラスチックの使用量を減らす・解体力情見でリサイクルしやすしI

*代替製品に切り替え*簡易包装の推進

②̶.提供段階iい捨てプラをリデュース-

スプーンやフオーワなどの消費者に無償で提供される製品を削減するた

め、衝共業者に対し、有料化やポイント還ル、代替素材への転換等を求め

る。対象品目.̶方法は別表の通り。

③排出.回収.リサイクル段階-廃プラを回収.リサイクル-

市町村がbうプラ資源の分別収集.リサイクルは、き器包装プラスチッ

クリサイクルの仕組みを活用するなど効率化する。

ほIj表]

百貨店、スメで
コンピー、欧食店等

ホテル、旅館等

フリー_ンプ店等

‘フ・-. s .-, s

フナーワ、nーン、+-)'7,
マドラー, ストロ一

ペアプラシ、ワシ、カミソリ、
歯プラシ、シヤワーキヤップ

プラスチツワメ\ンガ、
衣類カバ,一

.有料化

.ポイント還元

.燥り返し使える
製品を提供

・消費者への意思

-回収し再利用

3Rを意識して、プラスチックを賢く利用する暮らしに変えましよう

I I
がザ

""2

・i:"!S'V

r

【リデュース=ごみを出さない、滅らす】 I '

・マイパップ・ェ〕バップをギ」用しレジ袋は断る。

*過剰な包装は断り、簡易包装にする。

・テイワアウトで買う時、善やスプーン、フオー

ワを断る。

・紙やバイオプフスチッワ等の代替素材でできた

商品を選ぶ。

・食品の保存はフタ付き器を使用し、ラップの使 使い捨てプフ

用量を減らす。

・容器の角をカットしつぶして容量を少なくする。

・屋外で出たごみは持ち帰って処分する。

・ポイ捨ては絶対しない。

‘モ

【リユースニ繰り返し使う】

・詰替用ポトルなど繰り返し使えるものを選ぶ。

・使い措てカップや食器の代わりしマイポトル

やマイ善、力トフ」セットを携帯して使う。

・まだ使えるものは、フリーマーケツトやリサ

イクルシ-ョップし出してリユースする。

【リサイクル=再生して利用する】

・キチンと分別し、資源として」サイクルする。

・ェコマーク付き商呂や再生プフスチック商晶

を選ぶ。

*スバ等の店頭回収し協力する。

ポイ捨て二止

k�l

ま替用ポトル

ti\̃�i<J̶Jey卜

プ’かl

ェコマク

B本の鹿プラの状況(単位:万t)

・一般系412
華産業系438 ・A-t850

[一般系の分野別内巧]

綠.ぼき18 その⑧22

家庭用品等54

出典：プフスチツク循環ギ旧協ぐ/2019年ま査

ごみの分別ルール、ごみ出しルールをしっかり守りましよう。「分ければ資源混ぜればごみjでず
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え
ら

れ
て
い
ま
す
。

4
月
施
b
の
プ
ラ
循
環
法
に
よ
り
、
令
ま

で
当
た
り
前
の
よ
う
に
も
ら
つ
て
い
た
プ
ラ

製
品
の
使
い
捨
て
ス
プ
I
ン
や
フ
オ
I
ク
な

ど
ひ
品
目
が
有
料
に
な
つ
た
り
、
代
替
素
材

に
転
換
す
る
な
ど
、
プ
ラ
削
減
に
向
け
た
様

々
な
動
き
が
出
て
く
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

私
た
ち
消
費
者
も
法
律
の
趣
旨
を
十
分
理

解
し
、
別
項
の
「
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
」
.

も
参
考
に
、
令
、
自
分
に
何
が
出
来
る
か
を

考
え
、
b
動
に
移
し
ま
し
よ
う
。

S
D
G
S
の
口
番
目
に
「
持
続
可
能
な
消

費
と
生
産
」
が
あ
り
、
2
0
3
0
年
ま
で
を
「
b

動
の
w
年
」
と
位
置
付
け
て
い
ま
す
。
n
j
o
r
a

s
達
成
に
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
む
動

変
容
が
不
可
欠
で
す
。
(
推
進
委
員
Y
.
 
�
)
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